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 午前 １０時００分 開  議 

 

○佐藤 議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 代表質問 

 

○佐藤 議長 日程第１、代表質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一新会代表、16番海老名悟議員。 

 〔１６番海老名 悟議員登壇〕（拍手） 

○１６番（海老名 悟議員） おはようございます。 

  私、一新会代表の海老名悟です。本日は会派を

代表して質問をさせていただきます。 

  一新会は工藤正雄、島軒純一、渋間佳寿美、相

田克平、齋藤千惠子、相田光照、中村圭介、そ

して私の８名で構成しており、平成19年４月の

会派結成以来、今回の代表質問の表題にもある

「持続可能な米沢市」を命題として活動してま

いりました。これからも「持続可能な米沢市」

を実現していくために、多くの市民の皆様の声

に耳を傾け、その代弁者としての責務を果たす

べく議会に臨む所存であります。 

  我々が議会に臨む上で指針ともなる「米沢市議

会基本条例」が、１年４カ月の時間をかけ、法

政大学広瀬教授の御指導と市民委員２名の御協

力のもとに完成し、さきの平成24年12月定例会

におきまして全会一致で可決されました。そし

て本年４月１日から施行されることになりまし

た。 

  「米沢市議会基本条例」は、議会の基本理念や

議会及び議員の責務、活動原則などを定めたも

のですが、これは議員一人一人が議会において

何をすべきか市民に対して明らかにした約束事

であると私は捉えております。 

  この条文の前文には「二元代表制の特性を生か

し」とあり、第１条にも「二元代表制のもと」

という言葉が入っているとおり、地方議会では、

国政とは異なり、首長と議員が同じ選挙民から

選ばれてともに住民を代表する形で政治が行わ

れています。 

  この二元代表制における議会の役割はさまざま

ありますが、とりわけ市政運営に対するチェッ

ク機能が挙げられます。その政策が住民にとっ

て本当に必要なものかどうか、万が一首長と議

会が対立するような場合には、何らかの一致点

を見出すために時間をかけて熟議をする必要が

あるのではないでしょうか。住民生活に直結す

るような事業を実施するのであれば当然のこと

であります。ましてやその事業に対して住民の

反対がある場合には、なおさら徹底した話し合

いをしてお互いの合意点を見出す努力が必要な

のです。 

  また、これからは単に市政をチェックするだけ

ではなく、「米沢市議会基本条例」にも盛り込

んだ議員間討議を密にすることによって、政策

提言や条例策定などより活発な活動をしていく

ことが求められてくるはずです。 

  「米沢市議会基本条例」が施行されるまでには

あと１カ月ほどありますが、これらのことも含

め、より市民に開かれた議会と市民に身近で信

頼される議会となることを意識して今回の代表

質問を行いたいと思います。 

  さて、きょうから各会派の代表７名が代表質問

をし、その後12名の議員が一般質問をすること

になっています。３日間で19名の質問がなされ

るというのは、平成19年度に現在の議員数24名

になってから最大の質問者数です。市民を代表

して議会に来ている議員の質問が多いというこ

とは、それだけ現在の市政に対する市民の関心

が高く、議会・議員に対する注目が集まってい

ることのあらわれではないでしょうか。市長・
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当局におかれましては、質問者の数が多くて大

変だとは思いますが、それぞれの質問に対して

答えることが市民に伝えることだということを

意識して、わかりやすくかつ真摯な御答弁をお

願いします。 

  今回の質問は、１．今後のまちづくり、２．本

市の産業振興、３．本市の教育行政の３項目に

ついて、市長・当局並びに教育委員会の考えを

ただしていきたいと思います。 

  まず初めに、今後のまちづくりについてであり

ますが、市長はこのたびの市政運営方針演説の

中で、平成25年度の重点施策・事業に４つの柱

を提示されました。 

  その柱の３つ目に「活力あるまちづくりを推進

する」というものがありました。この中に「町

なかに新たなにぎわいをつくり出し、活力を呼

び戻していきます」という一文がありますが、

ここに出てくる「にぎわい」や「活力」とは一

体何なのか。全国至るところで行われているま

ちづくりにおいて、「にぎわい創出」とか「活

力あるまちづくり」というフレーズをよく見聞

きしますが、それが具体的にどういうものなの

か。実際にはその言葉だけが踊り、実態が見え

ないのに何となく聞き心地がよくて使われてい

るということはないでしょうか。安部市長が考

える「にぎわい」と「活力」とは何なのか具体

的にお答えください。 

  次に、これも市長が以前から使われている「市

民こそ主役のまちづくり」というフレーズにつ

いてお尋ねします。 

  昨年の市政運営方針演説の中でも「市民こそ主

役のまちづくり」のさらなる推進の箇所で、

「自分たちの住む地域を住民みずからの手によ

ってよくしていく」という一文や、「市民と行

政が一緒になってまちづくりをしていく」とい

うくだりがありましたが、改めて読み返しても

「市民こそ主役のまちづくり」の真意がわかり

ませんでした。ぜひその真意を教えていただき

たいと思います。 

  同様に、「コンパクトなまちづくり」というフ

レーズもよく聞きますが、本市においてこの

「コンパクトなまちづくり」によって目指すも

のは何なのでしょうか。なぜコンパクトにする

必要があるのか。「コンパクトなまちづくり」

を推進することで、住民にとってのメリットは

どんなものがあるのか。はたまたデメリットは

ないのかなどなど、「コンパクトなまちづく

り」にはさまざまな疑問があります。既に全国

の自治体でも青森市や富山市などのコンパクト

シティ構想に基づいたまちづくりをしていると

ころがありますが、それぞれに問題を抱えてい

るのも事実のようです。「コンパクトなまちづ

くり」を進める上ではこれらの疑問や問題を解

消する必要があると思いますが、市長の考えを

お聞かせください。 

  次は、中心市街地の将来ビジョンとグランドデ

ザインについてお尋ねします。 

  現在、本市において進められている中心市街地

活性化事業では、人工芝サッカー場や中部コミ

ュニティセンターが完成し、（仮称）まちなか

歴史公園や武者道の工事も進行しています。そ

して、賛否両論が入り乱れる中で新文化複合施

設の建設準備が始まろうとしています。 

  通常、ごみ処理施設などの迷惑施設と呼ばれる

ものが建設される際には地元住民の反対が起き

るものですが、このたびの新文化複合施設とい

う、ある意味歓迎されるはずの施設建設に対し

て地元住民から反対が沸き起こり、多くの市民

を巻き込んだ動きになっているのはどうしてな

のでしょうか。私は、そこにきちんとした将来

ビジョンとグランドデザインが欠如しているか

らだと思います。ポポロがただでもらえるから

そこに施設を建てようとしたら、テナントが出

ていかないので、隣にあるまちの広場に建てる

ことにした。なくなるまちの広場のかわりはと

りあえず歴史公園で間に合わせ、いずれの日に
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かポポロの裁判が片づいたらそこを取り壊して

新たにまちの広場をつくる。市民文化会館は手

直ししながら使って後から考えればいいという

市長・当局の話は、余りに場当たり的でその場

しのぎと言われてもやむを得ません。こんな話

だから、地元住民からまちの広場を残してほし

いという声が上がり、ついには図書館不要論ま

で出てくるのではないでしょうか。 

  ポポロ・まちの広場・市営駐車場・市民文化会

館、これらのある区画については、それらを一

体のものとして将来ビジョンとグランドデザイ

ンを示すべきだと思いますが、市長の考えをお

聞かせください。 

  １項目めの最後は、安全・安心なまちづくりに

ついてお尋ねします。 

  東日本大震災以降、住民の安全確保と安心して

生活できる環境づくりは全国の自治体共通の課

題になっています。国でも病院・劇場・百貨

店・老人ホームなど大勢の人が利用する大規模

建築物に対する耐震診断義務化をしようとして

います。 

  本市においては小中学校の耐震補強工事は順調

に進んでおり、平成26年度中には完了する予定

です。今後は学校以外の公共施設に対する耐震

診断とそれに伴う補強工事が必要になってくる

わけですが、これらの事業計画はどのようにな

っているのかお答えください。 

  また、防災の観点から、本市では減災の考え方

を導入して自助・共助・公助の連携を図り、地

域防災力の向上を目指すとしています。そこで、

共助における最も重要なポイントとなる自主防

災組織の現状と今後についてお尋ねします。 

  本市の自主防災組織の組織率は50％にも満たず、

県内でも下位に甘んじています。単に組織率を

向上させればいいという話ではありませんが、

減災する上で必要になってくる自主防災組織が

なければ、よって立つものがないことになりま

す。そこで、組織率向上のための方策について

どのようにしているのかお答えください。 

  次に、市民が安心して生活できる環境をつくる

という観点から、最近国内での影響が心配され

ているＰＭ2.5についてお尋ねします。 

  ＰＭ2.5は中国での大気汚染によって発生した

微小粒子状物質のことですが、これが気流に乗

って日本まで飛来している状況にあります。２

月22日付の山形新聞によると、１月31日に国内

155測定局の31％に当たる48測定局で環境基準を

超えており、その48測定局の中に山形県も含ま

れていたということでした。基準値を超える日

があったから即座に健康への影響があるわけで

はないそうですが、本市においても例年冬の終

わりから春先にかけて黄砂が飛来してくるのも

事実です。そこで、本市におけるＰＭ2.5に対す

る監視体制や対応策についてどのようにしてい

るのかお答えください。 

  続きまして、本市の産業振興についてお尋ねし

ます。 

  市政運営方針にも「新産業の創出を支援する」

とありましたが、来年度中に山形大学が実施主

体となった有機エレクトロニクスイノベーショ

ンセンターやリチウムイオン電池材料に関する

（仮称）山形大学蓄電デバイス研究開発センタ

ーが整備され、運用が開始される予定です。こ

れら有機エレクトロニクスの研究・開発に関し

ては、山形大学を中心に、国・県・市それぞれ

が補助する形で進められてきました。 

  しかし、有機エレクトロニクスを産業化し、米

沢の地元企業として生産・販売をし、ひいては

雇用を生み出すところまで持っていくにはさら

なる支援、それも巨額な予算を伴う支援が必要

になるはずです。しかも、世界の有機エレクト

ロニクス事情を鑑みれば、韓国などは国と大企

業が一致協力して開発に努めており、販売市場

における優位性を確保するには時間的猶予はな

いものと考えたほうがいいと思われます。 

  現政権が打ち出している経済再生に向けた「金
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融政策」「財政政策」「成長戦略」の３本の矢

の一つである成長戦略に「イノベーションの立

て直し」という事項があり、科学技術・イノベ

ーション立国を実現するための環境整備をする

ことが安倍総理から直接指示がなされています。

そこに加え、日本経済再生本部で地方からの政

策提言を取りまとめをすることが明らかになっ

ています。 

  そこで、本市において山形大学が実施している

有機エレクトロニクスに関する研究開発事業を

産業化するために国に対して提言してはいかが

でしょうか。今までの研究・開発を飛躍的に高

め、産業化を推し進めるためには国の本格的な

支援と予算づけが必要だと考えますが、市当局

の見解をお聞かせください。 

  次に、地元企業の支援についてお尋ねします。 

  昨年10月に産業建設常任委員会の管外行政視察

で三重県亀山市とシャープ亀山工場を視察して

きましたが、このシャープ亀山工場は、巨額の

補助金を使って企業誘致をする全国に先駆けと

なるものでした。企業誘致に成功して操業から

ことしで９年になりますが、その間に税収や雇

用の面で一定の効果があったそうです。 

  しかし、現状と今後を考えると不透明を通り越

して不安のほうが大きいと言っても過言ではな

い状況にあります。ここに企業誘致が「もろ刃

のやいば」となってしまうおそれがあると言え

ます。つまり、誘致企業の進出も撤退も企業の

採算性で決定され、そこに地域の事情はしんし

ゃくされず、進出したときの効果はあるが、撤

退した後の弊害もあるということです。 

  それに対し、地元に密着して長年事業を継続し

ている企業はどうでしょうか。こちらは中小の

規模ながら税収や雇用についても継続して貢献

をしています。また、本市には100年以上の歴史

を持つ企業が数多くあることも知られています。

こういった点から、これからは企業誘致よりも

地元企業支援に力を入れるべきだと思いますが、

当局の見解はいかがでしょうか。 

  次に、農業振興策についてお尋ねします。 

  この件については昨年の代表質問でも聞かせて

いただきましたが、昨今の農業を取り巻く情勢

を見てみると、ＴＰＰ交渉への参加が取り沙汰

されており、日本の農業の行く末自体がどうな

るか不透明な状況にあります。 

  そんな中で、米沢市の農業振興策の根幹ともな

る「米沢市農業振興計画」の策定に取り組むこ

とが市政運営方針に載りました。実際には来年

度から策定に着手することになるのでしょうが、

米沢市の農業を将来どのようにしていくのか、

その思いの一端を表明していただきたいと思い

ます。 

  それでは最後に、本市の教育行政についてお聞

きします。 

  まず１つ目が、米沢の子供たちにどんな大人に

なってもらいたいと考えているかお尋ねします。 

  小中学校の９年間というのは精神的にも肉体的

にも成長が著しい時期であり、この間の教育に

よって人格形成がなされると言っても過言では

ありません。子供たちにとって大事な期間の教

育をつかさどる教育委員会として、将来どんな

大人になってほしいと考えているのかお聞かせ

ください。 

  次に、本市の小中学校におけるいじめや体罰の

現状と、その対応と対策についてお尋ねします。 

  昨年暮れに大阪市立桜宮高校のバスケ部主将が

顧問から体罰を受けて自殺した問題は、全国の

教育現場や保護者に衝撃を与えました。つい先

日には長井市の中学校でもバレー部の顧問によ

る体罰問題が発覚し、あげくはその顧問から生

徒に対して口どめまでされていたことが明らか

になりました。 

  この長井市立中学校の一件が発覚する前でした

が、山形県教育委員会では、県内の全公立学校

で今年度の事案を対象に全保護者、全教職員と

小学４年から高校３年までの児童生徒に体罰に
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関するアンケートを行い、４月をめどに集約す

ることにしました。文部科学省では、体罰を

「殴る」「蹴る」「長時間正座をさせる」「ト

イレに行くことを許さない」「食事の時間を過

ぎても食べ終わるまで教室に残す」などのケー

スを定義しているそうですが、私なんかが小中

学校のころを考えると、この「トイレに行くこ

とを許さない」というようなケース以外は結構

あったような記憶があります。これはここにい

らっしゃる方々も同様なのではないでしょうか。

これも時代が違うという一言で片づけられるも

のなのか、非常に難しい問題だと思います。 

  しかし、体罰によって子供たちが精神的に追い

つめられるようなことが絶対あってはなりませ

ん。 

  県教委では「表面化しない体罰があってはいけ

ない」と言っていますが、これはいじめにも共

通することだと思います。むしろいじめのほう

が表面化しないケースが多いかもしれません。 

  本市の教育現場ではそんなことが起きていると

は考えたくありませんが、もしあるならば早急

な対応とその後の対策が必要です。これらの体

罰やいじめの現状とその対応、対策についてお

答えください。 

  最後に、小中学校の適正規模・適正配置につい

てお尋ねします。 

  現在、米沢市では、第二中学校、第五中学校、

南原中学校の３校を１つにまとめて（仮称）南

地区中学校とする計画を進めています。新しい

中学校をどこに配置するのか、他地区の中学校

をどのようにまとめていくのか、中学校の再配

置が完了した後に小学校はどうするのかなど、

小さいお子さんをお持ちの市民にとってはもち

ろんのこと、各地域に長年住んでおられる方々

にとっても小中学校の再配置等に対する関心は

高いものがあります。 

  しかし、学校の規模や配置を考える上で最も大

事なことは、そこに通う子供たちのことです。

子供たちにとって何が最善なのかを考えて計画

すべきです。これらの点を踏まえて、これから

の小中学校の適正規模・適正配置について、教

育委員会としてどう考えているのかお答えくだ

さい。 

  以上で壇上からの質問は終わりますが、まちづ

くりも産業振興も教育も全て「持続可能な米沢

市」を実現していく上で欠かせないものであり

ます。市当局も同じベクトルで考えておられる

と思いますが、ぜひこの思いを受けとめて御答

弁をお願いします。 

  最後になりましたが、この３月をもって御退職

される職員の皆様には、長年米沢市の行政運営

に御尽力賜りましたことに心より感謝申し上げ

ます。また、本会議場におられる小川産業部長、

唐澤建設部長、松村水道部長、髙橋選挙管理委

員会事務局長、佐藤監査委員事務局長、そして

後藤議会事務局長には、我々議員の矢面に立ち

議会答弁に苦慮されたこともあったかと思いま

すが、皆様の行政運営に対する御貢献は大なる

ものと敬意を表します。御退職まであと１カ月

余り、その間にこの３月議会もありますので、

最後までよろしくお願いします。 

  どうかこれからも米沢市の行政運営に御助言賜

りますようお願い申し上げ、壇上からの質問と

させていただきます。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの海老名悟議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、今後のまちづくりについて、市政運

営方針における「にぎわい」「活力」とはから

中心市街地の将来ビジョン、グランドデザイン

についてまでと、本市の産業振興についてお答

えをいたします。その他につきましては、部長

よりお答えをいたします。 

  初めに、町なかにおける「にぎわい」や「活

力」とは具体的にどういうことを指すのかにつ
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いてお答えいたします。 

  「にぎわい」は、次の２つに分けて考えていま

す。第一段階は、まちの中心部に大勢の人が訪

れ、人の密度が高まっている状態です。第二段

階は、まちに滞留する人々が、それぞれの目的

に応じてさまざまな活動や交流を行うことによ

りまちに活気が生じ、町なかに経済効果が生じ

る状態になることです。当然まちの住民が所有

する資産の価値も上がってきます。これらのこ

とは町なか居住の促進によってなお一層の効果

が出ることから、行政としては町なか居住促進

に関する施策を推進し、将来の住民税や固定資

産税の増収を図っていくべきであると考えてい

ます。 

  「活力」についてでありますが、具体的には、

市民みずからが町なかにおいて、経済的な豊か

さだけでなく、潤いや安らぎといった心の豊か

さを感じながらさまざまな活動、交流を行う力

を指すものと考えています。 

  次に、新たなにぎわいの具体的なイメージです

が、イベントによる集客と異なり、新文化複合

施設のようなものは１年を通じてほぼ一定して

人が集まってまいります。また、中心市街地活

性化事業は、市民、各種団体、商店、企業など

が連携してまちに回遊性をつくり出すのを目的

の一つとしておりますので、市民や観光客によ

る町なか歩きが生まれると考えています。 

  続いて、「市民こそ主役」のまちづくりについ

てお答えします。 

  「市民こそ主役」が意味する第一は、市民一人

一人を大切にしていくということです。行政の

ために市民がいるわけではなく、市民のために

行政があるのであります。市民一人一人が大切

にされているという実感の持てるまちをつくっ

ていかなければなりません。 

  第二は、市民みずからがまちづくりに参画して

いくことです。誰かがよくしてくれるのを待つ

のではなく、市民みずからが主体的にまちをよ

くするために行動することが重要です。そのよ

うなまちこそが真に発展するまちになると考え

ています。新年度は「輝くわがまち創造事業」

が予定されています。これによって、市民の間

にまちづくりに対する参画意識が大きく広がる

ものと期待しています。 

  続いて、コンパクトなまちづくりについてお答

えします。 

  まちが拡大してきた結果、道路、公園、上下水

道などの公共投資効率の低下による行政コスト

の増加や無秩序な開発に伴う環境の悪化などが

懸念されているほか、子供や高齢者など交通弱

者の移動手段の確保の問題など、さまざまな課

題が生じてきております。 

  これらの課題を解決するためには、これまで進

めてきました拡散型のまちづくりを転換し、コ

ンパクトなまちづくりを推進していく必要があ

ります。コンパクトなまちづくりは、将来にわ

たり持続可能なまちでもあります。道路、公園、

上下水道などの既存のストックを活用しながら、

市街地の一定の範囲の中で密度の濃い居住環境

や公共施設、商業施設などの都市機能や多様な

サービス機能の集積を図り、日常生活の大半の

用がその区域内で足せることを目指すとともに、

周辺地域とのネットワーク化を図り、交流連携

を促進することで多くの人にとって暮らしやす

いまちを形成していきたいと考えています。 

  コンパクトなまちづくりのメリットにつきまし

ては、町なかに公益施設や商店などの生活に必

要な施設の集積が促進されることから、住民や

来訪者にとって一度に多様なサービスの提供を

受けることが可能となります。また、町なか居

住が促進されることによって空き地や空き家が

減少するため、密度の濃い土地利用が可能とな

るほか、公共投資の効率化を図ることができま

す。さらに、バスなどの公共交通機関を市街地

内そして市街地と周辺地域間に集中的に配置す

ることにより、高齢者など交通弱者の移動手段
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の確保が図られるほか、車に頼らない生活スタ

イルが浸透することによってＣＯ２等の環境負荷

の低減が期待できることなど、市民や行政にと

って多くのメリットがあると考えております。 

  次に、中心市街地の将来ビジョンとグランドデ

ザインについてお答えします。 

  新文化複合施設整備や（仮称）まちなか歴史公

園整備、武者道整備、東寺町の景観形成等の公

共事業を積極的に配置したまちづくりを先行さ

せることで、民間事業の誘発を図り、新たな商

業やオフィス機能の進出などによって中心市街

地の活性化を目指したいと考えています。特に、

新文化複合施設においては約20万人以上の交流

人口を見込んでおり、商店街などとの連携を図

ることにより地域経済の活性化が期待できると

ともに、城下町の雰囲気を醸し出したシンボリ

ックな建物とすることにより、地域の景観形成

への波及効果を生み出して、町並みの統一を図

る機会と捉えております。 

  この中心市街地活性化の事業のうち、新文化複

合施設、（仮称）まちなか歴史公園、武者道、

札の辻、東寺町の黒板塀などは城下町の情緒、

風情を醸し出していきます。これらを手始めと

して、長い年月をかけながら米沢の町なかに城

下町の情緒、風情を取り戻していきたいと考え

ています。そして町なかから歴史、文化、教育

を発信していくまちでありたいと考えておりま

す。 

  続いて、産業化をどう捉えているかとの御質問

にお答えをいたします。 

  このことを御説明するのにわかりやすい前例が

あります。昭和の初め、米織業界が、たて糸に

帝人がつくり出した人絹、よこ糸に米沢伝統の

本絹を使った「瑞穂絹」という生地を開発し、

大ヒットいたしました。米沢高等工業学校の秦

逸三教授の研究、地元企業帝人による製品化、

そして地元企業による応用開発であります。 

  有機エレクトロニクス関連もこれと同じ道をた

どることができるものと思います。すなわち、

山形大学での研究、有機ＥＬ照明や有機トラン

ジスタ、有機太陽電池、蓄電デバイスの開発、

そしてこれらを用いた地元企業の応用開発、さ

らには地域内の流通、サービスを初めとする多

くの関連業種の参入であります。このようにし

て大学の研究成果が地域産業のあらゆる分野に

波及効果を及ぼしていくには、市や県だけでな

く国の支援が重要な鍵となってまいります。 

  このたび山形大学がオフィス・アルカディアに

整備を行う蓄電デバイス開発研究センターは、

経済産業省の先端技術実証・評価設備整備等補

助金を活用したものであり、さらに有機デバイ

ス産学コンソーシアム形成事業は、経済産業省

の産学連携イノベーション促進事業として全国

で採択された７つの事業のうちの一つであるな

ど、国でも山形大学で行っている有機エレクト

ロニクス関連技術の開発に対して大きな関心を

持っております。 

  今後、さらに有機エレクトロニクス関連技術の

研究開発を進め、産業化を推進するためにも、

国に対して一層の働きかけを行ってまいりたい

と考えております。 

  続いて、地元密着企業の支援についてお答えい

たします。 

  御質問のように、全国的に誘致企業の撤退が起

こっており、そのことによる雇用不安などが大

きな社会問題となっております。本市におきま

してもこれまでさまざまな企業に進出していた

だき、雇用の創出に寄与していただいておりま

す。景気の動向などで厳しい局面もありますが、

八幡原工業団地に進出された企業も長いところ

では30年以上経過し、地元企業と申し上げても

何ら差し支えない企業もございます。また、市

内には終戦後に疎開してきて以来地元に密着し

た企業活動をしていただいている企業もたくさ

んございます。 

  一方、老舗の部類に入るような地元の伝統的企
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業や新たに地元から立ち上がった企業などで独

自の技術開発を進め発展しようとしているとこ

ろもたくさんあります。 

  そのような地元企業に対しましても、技術開発

の支援を初めさまざまな支援、施策を行ってお

ります。例えば大きな展示会に出展しようとし

た場合の経費の一部を補助する販路拡大助成、

独自の技術開発で特許等の出願をする場合には

発明奨励金、有機ＥＬであればその設置開発に

係る助成、オフィス・アルカディアにあっては

新しく立地される企業に初期投資軽減のための

立地補助や雇用助成などを行っております。今

後も引き続き地元企業の育成、支援を行ってま

いりたいと考えております。 

  次に、農業振興計画策定の進め方についてお答

えします。 

  まず、平成25年度に関係機関・団体の職員によ

るプロジェクトチーム的組織を立ち上げ、本市

農業の現状把握と課題の整理・検証を行います。

その上で、山形県の計画である「農林水産業元

気再生戦略」やＪＡ山形おきたまの「おきたま

農業振興計画」との整合性を図りながら、農業

者や消費者、そして商工・流通にかかわる方々

の御意見も十分に反映できる体制を整え、計画

原案を作成していきたいと考えております。 

  そして、次年度の平成26年度には、審議会に諮

問してさらなる意見を各方面からいただき、計

画を決定していく考えでおります。その後は定

期的に計画の進捗状況を検証し、計画の手直し

を行いながら、目標達成を図っていきたいと考

えております。 

  計画の方向性としては、消費者の視点に立った

安全な食料の安定供給、地域農業の多様な担い

手の育成、そして農業・農村の活性化といった

基本的な施策の展開はもちろんでありますが、

例えば、これまで本市農業の弱点であった冬期

間の農業生産を、地域資源を活用した再生可能

エネルギーによって拡大する方策や、中山間地

での猿害対策の充実による生産活動の継続、本

市の伝統であるすぐれた食文化の伝承による地

産地消の推進、米沢の知名度とイメージを生か

したブランドの創出など、米沢の特性を生かし

た施策を盛り込みたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

  〔唐澤一義建設部長登壇〕 

○唐澤一義建設部長 私からは、安全・安心なまち

づくりについての学校施設以外の公共施設の耐

震化の計画についての御質問にお答えいたしま

す。 

  本市の公共施設の耐震化については、平成19年

度策定の「米沢市建築物耐震改修促進計画」の

中で、特に児童・生徒の安全と地域の災害時に

おける避難所となる小中学校の耐震化を優先と

して進めてまいりました。また、新米沢市行財

政改革大綱でも重点施策としての「公共施設の

耐震化計画等」の策定年度を平成25年度から平

成26年度と位置づけております。 

  保育園、小中学校の耐震化が平成26年度で終了

することから、学校施設以外の公共施設の今後

の耐震化計画については、今年度、各施設を管

理している主管課から、所管する施設の耐震化

の優先度について意向調査を実施したところで

あります。今後、その意向調査結果を基礎資料

として、公共施設全体の中での優先度や財政状

況等を踏まえ全体計画を策定してまいりたいと

考えております。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、安全・安心なまち

づくりについての御質問のうち、減災、事前防

災と自主防災組織についてお答えいたします。 

  まず、自主防災組織についてでありますが、本

市の自主防災組織の現状として、平成24年11月

１日現在におきまして設置されている数につい
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ては170組織でございます。全世帯に対する割合

は47.26％となっております。これは５年前の平

成20年４月１日時点で18.1％でしたので、現在

は約29ポイント上昇したことになります。 

  次に、自治体単位における自主防災組織の組織

率の差についてでありますが、平成24年４月１

日現在における県内の状況といたしまして、庄

内地域は91.2％、村山地域は77.1％、置賜地域

は60.1％、最上地域は48.8％で、県全体の平均

としては75.7％という組織率になっております。

これは全国平均とほぼ同じ数値となっていると

ころでございます。 

  自主防災組織の組織率が地域によって差がある

理由につきましては、沿岸部と内陸部を比較し

てみますと、津波被害のおそれのある沿岸部の

組織率が高く、内陸部の組織率は低くなってい

る傾向にあります。それから、隣近所とのつき

合いが希薄な都市部など、これにつきましては

組織率が低く、地域のつながりが強い周辺部は

組織率が高くなっている状況にあります。さら

に、過去に大規模な災害が発生しているところ

では組織率が高く、そうでないところは組織率

が低くなっている傾向にあると捉えております。 

  本市において自主防災組織の組織率が低い主な

要因としては、昭和42年の羽越水害以降大きな

災害が発生していないこと。したがって、「米

沢は地震被害のない安全なまち」だとか「東日

本大震災のときも停電にならず災害に強い」と

いった誤った認識を持っている市民の方もおら

れます。特に市街地においては、ふだんの生活

において向こう三軒両隣などという地域による

助け合いの必要性が少なくなり、地域間の連帯

が希薄になっているのではないかとも考えられ

ております。それが自分たちのまちは自分たち

で守るんだという意識の低下となってしまい、

自主防災組織の組織化がなかなか進まない状況

にあると思っております。 

  米沢にも長井盆地西縁断層帯など活断層があり、

「米沢にも地震は必ず来る」ということを初め

として、自主防災組織の必要性を市民の皆さん

に理解してもらうために、市民の意識を変えて

いくことが必要であると考えているところでご

ざいます。 

  そのため、自主防災に対する基本理念や市民の

防災に関する意識高揚を図るため、現在、本市

ではさまざま活動を展開しているところであり

ます。広報よねざわや市のホームページへの防

災関係記事の掲載、防災の基礎知識をテーマと

した鷹山大学の防災の講座、それから防災に関

するまちづくりの出前講座、市総合防災訓練へ

の参加、それから県主催の防災講演会などへの

参加の働きかけなどによりまして、自主防災組

織の必要性について啓発活動に努めてきている

ところでございます。 

  さらには、新たに自主防災組織を結成した場合

には、世帯数に応じて防災資機材の交付などの

支援をしているところでもあります。いずれに

いたしましても、地道に粘り強く自主防災組織

結成に結びつくよう取り組んでまいりたいと考

えているところでございます。 

  一方、自主防災組織につきましては、組織化す

ることが目的ではございません。結成して終わ

りということではないので、本来の目的である

被害軽減につながる防災・減災の活動へ継続的

な取り組みが必要だと考えているところでござ

います。 

  そのために、自主防災組織結成後においても活

動が継続できるような育成支援策として、防災

活動への助言や指導、それから出前講座による

講習会の開催、県主催の自主防災組織リーダー

研修会への案内、自主防災組織の訓練時におけ

る防災資機材の交付支援等によりましてサポー

トできるようしていきたいと考えているところ

であります。 

  なお、自主防災組織の活動につきましては、毎

年防災訓練を実施したり講習会を実施したりと
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充実した内容で活動を実施している組織がふえ

ている一方で、活動が停滞している組織もあり、

活動内容には差がありますので、出前講座の内

容等については活動状況に合わせて対応してい

るところでございます。 

  次に、減災、事前防災についてでありますが、

本市では、今後発生が懸念される「長井盆地西

縁断層帯」を震源とした最大規模の地震災害を

初めさまざまな大規模災害に対して、市民、そ

れから事業者、地域及び行政が一体となって災

害に立ち向かう自助・共助・公助の連携を図り、

地域防災力の向上を目指すとともに、「被災し

ても人命が失われないこと」を最重要視し、経

済的被害ができるだけ少なくなるように備えて

いくべきものと考えております。 

  本市では津波被害がないことから、特に地震そ

のものによる人的被害をなくすことが必要と考

えております。建物や家具の下敷きによる圧死

や窒息死が地震による死亡原因の８割から９割

を占めたとされる阪神・淡路大震災の教訓を踏

まえ、まずは大規模地震発生に備えて、人命が

失われないよう建物の耐震化、それから家具の

固定化などについて引き続き取り組んでいただ

きたいと考えているところでございます。 

  市では、市民の皆様には平常時から防災に強い

関心と深い理解を持ち、自分自身の安全を確保

する対策、いわゆる自分で自分を守る「自守」

防災活動に取り組んでいただくよう啓発活動を

してまいりたいと考えております。 

  さらに、災害時の情報収集・伝達体制、関係機

関との相互応援・連携体制、こういったものを

強化するとともに、各種ハザードマップを作

成・公開するなど、事前に地域住民が危険箇所

などを把握できるような情報提供を充実させる

など、適切に避難できる体制整備の確保に努め

てまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 赤木市民環境部長。 

  〔赤木義信市民環境部長登壇〕 

○赤木義信市民環境部長 私からは、安全・安心な

まちづくりのうち、大気汚染物質である微小粒

子状物質、いわゆるＰＭ2.5についての御質問に

お答えいたします。 

  初めに、ＰＭ2.5について簡単に御説明いたし

ますと、ＰＭ2.5は、車の排出ガスや工場のばい

煙などに含まれる粒径が2.5マイクロメートル以

下の微小粒子状の物質を言います。マイクロメ

ートルはミリメートルの1,000分の１の長さの単

位であることからわかるとおり、非常に小さな

物質であります。体内に入りますと肺の奥深く

まで入り込みまして、肺がんや呼吸器系疾患、

そして循環器系疾患等の健康に対する影響が懸

念されております。 

  今、中国では、急速な経済発展に伴うエネルギ

ーの大量使用に加え、自動車数の増加や今冬の

厳しい寒さのため硫黄濃度が高い石炭暖房の利

用が急増するなど大気汚染が深刻な問題となっ

ており、その大気汚染に起因するＰＭ2.5が季節

風に乗って高濃度で日本に飛来するのではない

かと心配されているものでございます。 

  これを受け環境省では、例年黄砂が観測される

春に向けてＰＭ2.5に関する常時監視体制を強化

することや、大気汚染や健康影響の専門家によ

る会合を開催し、データの分析や中国大気汚染

の日本への影響、国民への情報提供の方法など

さまざまな対応を検討しているところでありま

す。また、山形県におきましても、平成24年４

月から県内の11カ所の測定局で常時監視してお

り、そのうちの１カ所が本市にも設置されてお

ります。 

  次に、健康に対する影響の目安となる基準を申

し上げますと、国が定めた微小粒子状物質によ

る大気の汚染に係る環境基準では、１年平均値

で１立方メートル当たり15マイクログラム以下、

１日平均値では１立方メートル当たり35マイク

ログラム以下となっております。山形県で把握
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している本市の常時監視結果を見ますと、最近

のデータでは１日平均値の35マイクログラムを

超過した経緯はなく、ＰＭ2.5による本市への影

響は今のところないものと考えております。 

  しかしながら、例年黄砂が観測されるのはこれ

からの時期でありますので、本市といたしまし

ては、市民の不安を少しでも解消できるように、

国・県の公表を注視しながら、市民に対し広報

よねざわや市のホームページなどにより注意喚

起と対策等の情報を適切に提供してまいりたい

と考えております。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 答弁の途中ですけれども、10分間

休憩したいと思います。 

  再開は10分後にいたします。 

 

午前１０時５６分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０６分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁お願いします。原教育長。 

  〔原 邦雄教育長登壇〕 

○原 邦雄教育長 私から海老名悟議員の御質問に

お答えをいたします。私からは、本市の教育行

政についてお答えをいたします。 

  まず初めに、本市の子供たちにどのような大人

になってほしいかという御質問にお答えをいた

します。 

  それは「米沢の将来を託せる人間」という一言

に尽きます。まちづくりの基盤は人づくりです。

どんなに整備された町でありましても、人々が

心豊かに暮らすことができなければ、町は生き

ているとは言えません。温かな人間関係を築き

ながら、しっかりと自分で考え判断しながら責

任を持って生きていける大人になってほしい、

それができる力をつけていきたいというのが本

市教育委員会の願いであり、使命であると考え

ております。 

  これからの社会はこれまで以上に変化が大きく、

価値観も多様になっていくものと思われます。

そのような中、自分で答えを見出していくため

には、簡単に諦めたりくじけたりするのではな

く、周りの人と助け合いながら粘り強く主体的

に生きていくことが大切であります。平成23年

３月に出されました第３期米沢市教育・文化計

画に、「めざす子ども像」として「おしょうし

なの心を持ったがってしない子ども」を示しま

したのも、そのような願いからであります。 

  この「おしょうしなの心」を持つ「がってしな

い」人間を育てるために、本市では、その土台

として「基本的な生活習慣の確立」を掲げ、学

力、体力、心の教育に力を入れております。こ

れは本市学校教育の理念にもなっております

「目的意識の確立」「倫理観の醸成」「実学生

の重視」につながるものであります。 

  学力面では、子供一人一人に確かな力をつける

ための「わかる授業」を目指し、特に考える力

を重視した授業づくりを行っています。さらに

子供たちの家庭学習の習慣化や学ぶ意欲を高め

るような手だてを図りながら、学力の定着に努

めております。そうすることで自信を持ち、目

標達成に向けて前向きに粘り強く取り組むこと

のできる子供を育てていきたいと思っておりま

す。 

  また、気力の充実を図り、物事に屈しない強い

精神力を持つ子供たちを育てるために体力面で

は、教育研究所内に体力向上研究委員会を設け、

市全体の傾向及び全体で取り組める対策等の研

究を進めております。 

  多様な価値観が存在する現代社会では他者を思

いやる心や社会性が必要となります。社会生活

の基本となる公共心や規範意識は一度学習した

から身につくものではなく、繰り返しの学習に
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よって身につくものです。子供の模範となるべ

き大人社会でも規範意識の低下が見られ、その

重要性は増していると考えます。そこで、小さ

いときからの繰り返しの学習で、善悪の判断、

正義感の育成を目指しております。また、読書

活動を推進して心を耕すとともに、本年度から

法教育にも取り組み、社会のルールや仕組みを

知識として教えることも大切にしております。 

  次に、本市におけるいじめと体罰についてであ

りますが、いじめの報告件数については、毎年

行っております県のいじめ等の調査結果から申

し上げます。今年度につきましては、２学期の

時点で米沢市内小中学校合わせて17件でありま

す。うち15件については解消となっています。

状況の把握につきましては、各学校では面談や

アンケートを実施するなどして把握に努めてお

ります。また、委員会では県実施の調査及び市

で実施している調査で定期的に状況を把握して

おりますが、大きな事案等が発生した場合には、

学校からの報告を受け次第対応に当たっており

ます。また、委員会に保護者の方から直接相談

等があった場合には、保護者の同意を得ながら

学校と連絡をとり合って、協力しながら対応に

当たっております。 

  次に、体罰についてでありますが、これまでは

教育委員会として体罰について定期的な調査を

行ったことはありません。学校でそのような案

件が発生した場合には、その報告を受け、状況

の把握及び対応に当たってきました。また、い

じめと同様に、教育委員会へ保護者の方からの

相談があった場合には、学校に対して事実の確

認を指示し、報告を求めております。今現在は、

先般報道でもありました県の依頼による調査を

各学校で実施しております。 

  いじめ・体罰の防止につきましては、教職員が

「いじめはどこにでもあり得ること」という認

識を持ち、子供たちの小さな変化を見逃さない

こと、「体罰は絶対許されないこと」という認

識を持ち、組織として教職員同士がかかわり合

って指導に当たることが重要であると考えます。

これまでも校長会議、教頭会議で繰り返し指導

等を行ってきました。その中では、先ほどのこ

とに加え、このことで教職員が萎縮してはなら

ないことも伝えております。行為は否定しても、

人、人格を否定しない。つまりだめなものはだ

めと毅然とした態度で指導し、その後の子供の

見守りとフォローを大切にすることが教育の真

髄であります。 

  今後は、いじめや体罰は人間関係の希薄さから

来るものも少なくないことから、子供同士、教

職員同士、そして子供と教職員の豊かな人間関

係づくりに力を入れていきたいと思います。 

  次に、小中学校の適正規模・適正配置にかかわ

る質問にお答えをいたします。 

  （仮称）南地区中学校の建設場所等に関する御

質問にお答えをいたします。 

  （仮称）南地区中学校につきましては、南部小

学校・関根小学校・南原小学校・関小学校・松

川小学校の児童が卒業後に進学する新設中学校

として、新たに用地を購入し新校舎の建設を行

う予定です。 

  現段階におきまして、新設中学校の建設予定地

については白紙の状態であります。 

  今後、（仮称）南地区中学校に関係する中学校

区や小学校区において地元代表者協議会を設置

し、改めて米沢市立学校適正規模・適正配置等

基本計画の趣旨等を御説明させていただきなが

ら、各地区からの御要望や御意見をお伺いさせ

ていただきたいと考えております。 

  その後、貴重な御意見を教育委員会に持ち帰り、

新設校の生徒数に応じた用地の確保が可能な場

所や通学的な側面などからの検討を加え、議員

お述べのとおり「子供たちにとって最良の場所

はどこか」を第一番に考え、地域間の綱引き合

戦にならないよう、最終的には教育委員会が用

地を決定していきたいと考えております。 
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  続いて、（仮称）南地区中学校以外の中学校に

ついての考え方についてお答えをいたします。 

  （仮称）南地区中学校につきましては、平成31

年度をめどに学区の再編等を終了し、32年４月

に新設校として開校を目指します。その後、西

地区の中学校も校舎を建設し再編を行います。 

  また、北地区と東地区につきましては、児童生

徒数において変動要因が大きいことから、今回

計画の中では明示は行わず、次期計画としてお

りましたが、当該地区より「適正規模・適正配

置について早急に推進してほしい」などの御要

望がございましたら、前倒しをし、協議を始め

たいと考えております。 

  続いて、小学校における今後の方針についてお

答えをいたします。 

  小学校につきましては、クラスがえのできる各

学年２学級以上の12学級以上を適正規模としま

すが、関係者の努力や工夫によって規模による

課題を補うことが可能であれば、６学級を適正

規模の範囲内としたところであります。 

  しかしながら、複式学級のある小学校や分校に

つきましては、平成30年度より地元代表者協議

会を設置し、適正規模・適正配置について話し

合いを行います。 

  なお、現段階で適正規模としていない小学校に

ついて早急に話し合いを進めない理由といたし

ましては、地域の皆様と話し合いをするために、

まず、どのような解決策があるか教育委員会と

して他地域の様子を学んだり、米沢市の状況に

応じて対応策をいろいろな視点から検討したり

する必要があります。さらに、少子高齢化対策

を地域挙げて取り組まれている地区もあり、各

地域での人口増加に向けた取り組みの推移を見

守りたいことや、子供たちにとってどのように

することが一番なのか各地域でも十分に検討い

ただきたいという思いからであります。 

  最後になりますが、現在休校となっております

分校につきましては、廃校に向けて地元の方々

と協議を進めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  まず初めに、持続可能な米沢市を目指して今後

のまちづくりという部分について改めてお伺い

させていただきたいと思います。 

  先ほど市長のほうからは、中心市街地のその将

来ビジョン、グランドデザインについての答弁

があったわけなんですけれども、私は質問の中

で、今まさに都市再生整備計画事業の中で今議

会にも係ってくる一番の懸案の場所ですね、中

心部のポポロ、市営駐車場、まちの広場、市民

文化会館、あの４区画です。あの４区画の部分

について今後どうしていくのかというところな

んです。先ほど質問でも言わせていただきまし

たけれども、まちの広場に新文化複合施設を建

設するということに対しては地元で非常に賛否

が分かれている状態なわけであります。そうい

ったところから、この４区画をどういうふうに

今後持っていくのかというところについて私は

お伺いしたかったんです。その点についての答

弁がなかったので、改めて、あの４区画につい

て今後どういうふうにしていくのか、そのビジ

ョンとデザインについて改めてお伺いします。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 この４つの施設を含んで

いるあの街区、この街区の重要性については十

分に認識をしております。かつてまちの広場を

整備した段階で、この街区、民有地も含んでで

ありますが、一つの一体的な活用について構想

を練ってきたというふうな経過もございますし、

平成14年に頓挫をいたしました中心市街地活性

化の再開発事業、これにつきましても、駅から

真っすぐに平和通りに入ってくる、そして県道

を通って観光のメッカである伝国の杜の方面に

続く道をシンボルロードと位置づけながら重要
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視をしてまいったというふうな経過もございま

す。 

  この４つの施設を含んだこの街区につきまして

は、やはり文化交流拠点として一体のゾーンと

して捉えていく必要があるというふうに思って

おります。これは既に議会のほうにも方針をお

示しをしているわけでありますが、このたびは

まちの広場に新文化複合施設をまず整備をさせ

ていただいて、市民文化会館につきましては、

耐震化も含めた今後の長寿命化を図りながら利

活用を図っていく。そして駐車場につきまして

は、文化施設の附帯駐車場として再整備を行っ

てまいります。ポポロの用地につきましては、

現在テナントとショッピングビルが係争してお

りますので、この係争の結果の推移を踏まえな

がら、公共としてこれを活用していくようにし

ていきたいというふうに思っております。 

  やはりイベント広場というものが交流人口をつ

くっていくというふうな機能を持っていること

は十分に承知をしておりますので、イベント広

場として再整備をすべく構想を練ってまいりた

いというふうに思います。ただ現時点では、先

ほど申し上げました、繰り返しになりますが係

争中でありますので、具体的な作業はその推移

を見ながら今後というふうな格好になります。

以上であります。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 今部長のほうからは、

あの４施設のある区画に関しては文化交流拠点

として考えていくんだと、１つが今回出ている

新文化複合施設、最も古い建物である文化会館、

こちらについては長寿命化を図って使っていく

というようなお話だったわけです。ポポロにつ

いては係争中だけれども、それが片づけばイベ

ント広場として使いたいということなわけなん

ですけれども、ポポロの跡地をイベント広場に

という部分について考えるならば、今現在、ま

ちの広場はあって、そこでイベントがさまざま

なされてきたわけです。そこを取り壊して施設

を新たに建てて、後々ポポロの跡地を再度言っ

てみればまちの広場としてつくり直すというこ

とについては、これ市民の多くの方々から疑問

が寄せられているのは御存じですよね。なぜ今

あるものを壊して、また新たに隣の土地を購入

して、購入というか、あれは寄附ですけれども、

取り壊してまたそこにつくるということに関し

ては無駄と。今の状況を考えれば、どう考えて

も、いい案ですねということで市民こぞってそ

の計画に賛成しているという状況ではないはず

です。これは市長も当局も感じておられること

なはずなんですけれども、その点についてはい

かがお考えですか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 去年の４月にこういう事

態が発生したわけであります。これまで２年半

にわたって議会と議論を重ねながら、御承認を

いただいてきたラインから変更せざるを得ない

状況に確かになりました。そうした中で、さま

ざまに昨年議論をさせていただきながら８月の

臨時議会で御承認をいただいたわけであります

が、その際にも我々としての考え方については

御説明を申し上げております。 

  まず１点目は、この中心市街地活性化が20年来

の構想でありましたが、なかなか前進しないと

いう状況にある中で、この第一歩として新文化

複合施設をこの地区に誘致をすることによって、

その後の民間活力の誘導策を探っていくという

ふうな手順で進めてまいりますが、これをまず

一刻も早く着手をしていきたいというふうな状

況。それから財源の問題として、今約束されて

いる期間の中でしっかりと国からの補助を受け

ながら将来の負担を抑制していこうというふう

な２つの視点に立って今回の選択をさせていた

だいたということになるわけであります。 

  確かにそのまちの広場が交流人口をこれまでも

生み出してきたということはそのとおりであり
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ます。ただ、中心市街地活性化、どんどんと空

洞化が進んでいる中で、冒頭市長の答弁にもあ

ったように、年間20万人以上の交流人口の誘導

が期待できるこうした施設をまず持ってくるこ

とが現状を打破するためにも有効であろうとい

うふうに私どもは考えております。その後、ま

ちの広場が使えなくなった後については、歴史

公園の部分で代替をしていくわけでありますが、

年間９万人以上の利用が確かにございます。そ

の中でも、産業まつりが５万人の規模で開催さ

れております。これにつきましても、歴史公園、

それから平和通りの歩行者天国を実施をしなが

ら連携をとって、産業まつりについてもことし

も歴史公園を会場にしながらやっていきたいと

いうことで今調整を進めておりますので、御理

解をいただきたいというふうに思います。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ただいま部長のほう

からは、一刻も早くこの事業を着手したいんだ

と、なおかつ、国の補助が具体的に言えば４割

ですよね、これを得られるためにも今回の計画

で進めたいんだというお話でした。 

  この中心市街地の活性化に関しましては、確か

にここ何十年と話がありました。私が商工会議

所に在籍していたときですらもありました。そ

こから考えれば本当に何十年と変わりなく、唯

一まちの広場ができたくらいなもので、変わっ

ていないという点からいけば何とかしなくては

ならないという思いは私も一緒です。地元の人

間としてもそこの部分は一緒です。しかも、そ

こにこの新文化複合施設を持ってきて何らかの

交流人口をもたらすという点においても実は一

緒なんです。 

  しかし、今あるまちの広場を取り壊して、ポポ

ロは係争中だからそのまま、言ってみれば放っ

ておくという状況において、でき上がったとき

の絵づらを皆さんよく考えてくださいというこ

となんです。ちょっと想像すればよくわかるこ

とだと思うんです。せっかくあそこにまちの広

場のところに新しい施設ができ上がっても、そ

の裏には、昭和43年でしたか44年だかにつくら

れた文化会館があのままあるわけです。そして

東側にはブルーシートで覆われているようなポ

ポロ、今では地元ではお化け屋敷なんて言われ

ています。それが残ってしまうんです。それを

もってどうやってあそこを活性化していくのか。

確かに市としてできる公共工事としてそういっ

た施設をつくる、その後には地元の商店街等々

で今度はソフト面で活性化を図っていくという

ことはあるでしょう。しかし、残念ながら、そ

の構図は当面変わりないわけです。これをもっ

て活性化を図っていくというのは余りにも無理

があると。 

  先ほど来申し上げているとおり、地元の人たち

だって、当初のポポロに建てる、しかも北側の

駐車場と一体化して施設が整備される。喜んで

いたんです。それはいいことだと、ぜひやって

くれという話をしていたのが、今どうですか。

きょうの新聞にも出ています。きのう米沢市に

対して「まちの広場を愛する市民の会」から改

めて建設白紙撤回の要望書が出されています。

1,580人分の署名もついているそうです。11月に

提出されたものと合わせると既に7,245人の方が

まちの広場を存続させてほしいとおっしゃって

いるわけです。以前市長は、このまちなか図書

館をつくるに当たって、市民団体から約7,800人

の署名をいただいているからこれについては何

としてもしなくてはいけないんだと、市民の要

望があるんだということをおっしゃっていまし

た。ここには、ほぼそれと同じ近い数の人たち

が今度はまちの広場を残してくれと言っている

んです。市長は先ほど「市民こそ主役」という

ことについて説明された際に、市民一人一人が

大切にされているという実感の持てる、そこに

あるんだとおっしゃっていました。この七千数

百名の方々と、地元でそこに住んでいらっしゃ
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る方々、反対をしているという方々は、これ大

切にされているんですか。お答えください。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 いきなり市民を大切にしている

かというところだけお答えしても意味が通じま

せんので、その前のほうの御質問で、部長がお

答えした点に関しても私から補足をしながら、

最終的にお答えをしたいというふうに思います。 

  まず、４つの施設が建っている区画でどういう

ふうになっていくのかということでしたが、そ

れぞれどんな施設をこれから建てていくかとい

う前に、まず、その区画から何を発信していく

かということが大前提として大事だというふう

に思っています。あの区画という言い方をしま

すが、あの区画からはやはり文化・教育・歴史

を発信していくべきであるというふうに思って

います。文化会館、市民ギャラリーにおきまし

てはまさしく文化、図書館につきましては文

化・教育、そしてたくさんの古典籍もあるとい

うことから歴史も発信していくわけであります。

そうやってあの区画から文化・教育・歴史を発

信をしていく。 

  そういう中で、では最終的に、そもそもまちの

広場があって、その広場に施設を建てて、向か

い側に今度は広場を建ててというように、今あ

るものがありながら入れかえてということでよ

いのかということでありますが、その点につき

ましては、８月の臨時議会において、結局は入

れかえをしてでも建てなくてはならない、なぜ

かと言えば、それだけ中心市街地の活性化が喫

緊の課題であるということから入れかえして、

すなわち具体的にはまちの広場に建てるという

そういう市当局の提案が議決をされたものとい

うふうに受けとめております。 

  そういう中で、地元からまちの広場には建てて

もらいたくないという運動が起きてきました。

そのまちの広場に建ててもらいたくないという

声を上げている方もまさしく市民でありますの

で、そういう市民の声を大切にすることが市民

一人一人を大切にするということにつながって

いくのではないか。逆に言えば、市民一人一人

を大切にするというのであれば、そういう声を

上げている市民の声も大事にしていくべきでは

ないかという御質問だというふうに思います。 

  全ての方がまちの広場に新文化複合施設を建て

るなということであれば話は簡単でありますが、

そうではなくて、まちの広場には建ててもらい

たくないという市民がいる一方で、まちの広場

で構わないのでとにかく建ててもらいたいとい

う市民もおります。ですから、建ててもらいた

くないという市民も市民であれば、建ててもら

いたいという市民もまた市民であります。 

  そういう状況の中で市民一人一人を大切にする

ということはどういうことになっていくかとい

うと、それはまさしく丁寧な説明をしていくと

いうことだというふうに思っています。ですか

ら17地区に分けて説明会をいたしました。それ

ぞれ賛成の考えを前提として質問される方、反

対の考えを前提として質問される方、さまざま

な質問が説明会でありましたが、一つ一つにつ

いて御説明をしてきたわけであります。ですか

ら、市民一人一人を大切にするということの具

体的なあらわれは何だと言えば、重ねてですが、

今申し上げたような対応であるというふうに思

っています。 

  そして最後に、まちの広場に新文化複合施設が

建った場合の全体の情景からいくと、これは必

ずしも活性化につながっていくような情景では

ないのではないか、簡単に言えば、空きビルが

あって、あと文化会館も古くなってというよう

なことから輝くような光景ではないというそう

いう御質問かと思いますが、それは当然徐々に

変わっていく、新しく建てる新文化複合施設を

中心としてその周りが徐々に変わっていくもの

というふうに思っています。また、変わってい

くように順々にさまざまな事業を展開していか
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なくてはならないというふうに考えています。

ですから、今のような状況を変えるためにまず

最初に打つ一手は何かというと、それがまさし

くまちの広場への新文化複合施設の建設である

というふうにお考えいただければというふうに

思います。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 市長は、賛成されて

いる方もいらっしゃる、各地区の説明会17カ所

をやって、賛成されている方もいるし、今すぐ

建ててほしいという方もいらっしゃる。それも

当然我々もわかっています。もとをただせば今

反対しているグループの中心になっていた方々

も賛成だったんですから、一緒なんです。それ

がなぜこうなってしまったのかと言えば、ポポ

ロをそのままにして、せっかく使っているまち

の広場を壊してしまうということに対して反対

をしているんです。あそこに新文化複合施設を

中心部に持ってくるということに対しては、も

ともとから言えば誰も反対はしていなかったん

です。確かに賛成されている方もいらっしゃる。

それも事実です。しかし、具体的な数字として

この7,245人の方がまちの広場の存続を望んでい

るというのは厳然たる事実です。これを言って

みれば無視する形で今の計画を進めることが、

市民一人一人を大切にするということなのかと

いうことなんです。 

  市長は昨年12月にＮＰＯ団体の環境フォーラム

21というところに出前講座をされたと伺ってい

ます。その際に「私の皮膚感覚としては55％く

らいの人が賛成をしている。45％くらいが反対

をしている。だから大丈夫だ」というようなお

話をされたそうです。私は直接聞いているわけ

ではありませんので、そこの会の方から伺いま

したけれども、今となっては総額20億円を超え

る事業です。この間２億円の追加があるという

ことになりましたから、22億円かかる事業です。

それだけの大規模な事業でもあるにもかかわら

ず、半数近い人の反対の感覚があると。感覚で

しょうけれども、そういうものがあると言われ

ているにもかかわらず、しかもこの具体的な数

字が出ている七千数百名の方々が反対をしてい

るという状況において、過半数の人が賛成をし

ているからこの事業は進めるというような代物

なんでしょうか。ましてや、地元に住んでいら

っしゃる方がやめてくれと言っていることを無

視してできる事業なんでしょうか。かといって、

じゃ完全にやめてしまえ、中心市街地の活性化

なんていいんだ、放っておけという話をしてい

るのでもないんです。じゃどうなのよ、どうす

ればいいのということになれば、もともとの案

です。ポポロを何とかする。あのお化け屋敷を

放っておかない。市がそこに前面に出ていって

裁判でも何でもやって、やればいいんですよ。

そうすれば時間がかかって、26年度までの完成

がおぼつかない。補助金４割もらえない。補助

金４割をもらうためにやる事業なんですか、こ

れは。違うでしょう。中心市街地を活性化する

ために交流人口をふやすためにやっていくんだ

とおっしゃったじゃないですか。部長、いみじ

くもおっしゃいましたけれども、一刻も早く補

助金をもらう。つながってしまうんですよ。補

助金をもらうための事業ではないんです、これ

は。そうであるならば、もとの案に戻してでも、

市が前面に出ていってでも、ほとんどの市民が

納得できる、これならいいよという形で事業を

進めるべきでしょう。過半数の人が賛成してい

るからいいんだというような代物ではないはず

なんです。この点についてはいかがですか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 今の御質問もこれまでの

議会の中での議論の中にあったかというふうに

思います。いわゆるポポロをそのままにしてと

いうふうな表現があったわけでありますが、そ

うではなくて、今の状況が解決された暁には新

しいイベント広場としてこれは公共が整備をす
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るという構想を明示をしているわけであります

ので、置き去りにしているということではあり

ません。 

  もちろんそのポポロビル、当初の案のとおりに

解決を待ってやればいいじゃないかというふう

な議論も確かにございました。ただ、そうする

ことによって、新文化複合施設の建設が一定の

時間、これもおくれてしまうと。それは、まち、

あそこの中心部のまちがやはり疲弊してしまう

ことにつながってしまうんだというふうに私ど

もは捉えております。やはり中心市街地活性化

を一歩でも前進する、確実に歩み出すためには、

やっぱり核になる仕掛けは一刻も早くこの中に

整備をする必要があろうというふうに思ってお

ります。 

  それから、補助金40％をもらうためにやるので

はないでしょうというお話、それもまたごもっ

ともかもしれません。ただ、私どもとしては、

図書館を自前で建てていきたいという要望は、

市民の方からもう数年前からさまざまに声をい

ただきました。図書館もやっぱり自前で、今の

ものではなくて新しいものをつくっていく必要

があるという認識は持っておりましたが、今、

文科省にしても図書館建設についての補助メニ

ューが全くない状況になっております。国が大

号令をかけております中心市街地活性化のくく

りの中で、コミュニティセンターもそうですし、

サッカー場もそうですし、そういったものを組

み入れた総合計画としてこれをやることによっ

て財源の確保ができているということもまた現

実的な選択でありますので、ぜひ御理解をいた

だきたいというふうに思います。 

  反対されている方々、地元の方に対しては、や

はりこれからも丁寧に御説明を続けていく努力

をしていかなければいけないんだろうというふ

うに認識をしております。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 それでは、私から補足をさせて

いただきたいと思います。誤解のあるまま話が

進むのは大変不本意でありますので、訂正とい

うか、少し正確なことを私から話をさせていた

だいて議論を進めさせていただきたいというふ

うに思います。 

  先ほど御質問の中で、年末のさるグループの会

合で、皮膚感覚で賛成55％、反対45％でないか

というふうに思っているというふうに市長が言

ったとありますが、これ正確にはどういう話か

というと、なぜ８月28日の時点でまちの広場へ

の建設が僅差で決まったのか、その僅差の理由

は何かという話だったわけです。そこの中で、

多分そのときの市民の空気というのが６対４、

もしくは5.5対4.5ぐらいだったからではないか

というふうに皮膚感覚で思っているという、そ

ういう意味です。その数字とか何かその部分だ

け切り取ってここでお使いになっても正確な議

論になっていかないので、あえて申し上げます

が、そういう話の中でそのように私は答えまし

た。 

  ですから、僅差でまちの広場に決まった。その

ままでいいという話ではないので、広報等を通

じて広く市民の皆様に、中心市街地がなぜ重要

なのか、まちの中に住んでいる人たちだけの問

題ではないかというような話がありましたので、

そうではなくて市民全体の問題なのだ、また、

新文化複合施設、図書館や市民ギャラリーを利

用する人だけの問題ではないかという声がある

ので、そうではなくて市民全体の問題だという

ところをわかってもらう努力をさまざまに展開

をしたつもりでありますが、しかし、それでも

今御質問にあるように、地元の方々からまちの

広場を残してもらいたいというのがあって、ま

ちの広場を残すというのは、現実的にはもう今

の時点での図書館、市民ギャラリー建設には着

手できなくなるわけですから、繰り返しになり

ますが、中心市街地活性化の喫緊の課題に対応

していくためにはまちの広場への建設を御理解
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いただくしかないということで、中部地区の

方々だけではなくて広く市民の方々に、先ほど

申し上げたなぜ中心市街地活性化が市全体とし

て必要なのか、新文化複合施設がなぜ市民全体

のために必要なのかということを説明をしてき

たつもりであります。これが１点であります。

（「簡潔にお願いします」の声あり）そして、

その結果、大分御理解を得てきたと思いますが、

この詳しいことについては、別の議員の方から

後ほど質問がありますので、そのときにお答え

をしたいというふうに思います。 

  そしてもう１点は、補助金があるから、この補

助金がもったいないから、ここで逃さないよう

に新文化複合施設を建てるということではなく

て、もともと図書館は新しく建てたいと思って

おりました。しかし、長い間補助金が全くなく

て、身近な例で言えば、川西町のフレンドリー

プラザを建てたときは国から５割の補助金が制

度としてありました。しかし、私が市長になっ

たときにはそういう制度は全くなくて、建てる

ときには自前で建てなくてはいけない。ですか

ら、サッカー場も同じだったわけですが、補助

金が全くない中ではいかんともしようがないと

いうことでいたところ、このたび有利な補助制

度ができたということでありますので、最初に

補助金ありきではなくて、最初にそういう思い

があってという、当然これは私だけではなくて

長く望んでいて、商工会議所でも複合施設の構

想があって、図書館の検討、あるいは図書館そ

のものの検討委員会も商工会議所の中では部会

としてあってというふうに聞いておりますが、

そういう市民の思いが先にあってという、そう

いう厳然たる事実があることを御認識をいただ

きたいと思います。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 先ほど来、この事業

については一刻も早く、そしてまず第一歩を踏

み出すことが大事なんだというお話がありまし

たが、その最初の第一歩が誤っていたらこれ大

変なことになりますよ。ましてや、何度も言い

ますけれども、地元の人たちが大勢反対してい

るというこの状況は、拭えない事実なんです。

市長がどんなことを言おうとも、そういった

方々がいらっしゃるのは事実なんです。それを、

いるにもかかわらずこの事業を、第一歩だから

一刻も早くしなくてはならないからということ

で進めてしまったら、果たして本当に地元のた

め、市のため、中心市街地の活性化がなるんで

しょうか。私は、このことに関してはもっと慎

重に、しかもさらに時間をかけてでもいいと思

います。今、性急にこの事業を進めて、地元の

人たちに、言ってみれば地元の人同士が争って

しまうような、そんな状況をつくり上げてしま

っているのは、市ですよ。米沢市です。もとも

とは両方とも賛成をしていたのに、賛否分かれ

て、さも、あいつは何だ、反対している、賛成

している、何だあれは、と言わせてしまってい

るのは市です。全くもって悲しいことです、こ

れは。 

  そんな状況でこの事業を進めるということにつ

いては、私からも改めて反対をしたいと思いま

す。そして、この件に関してはこの議会中にお

いてでも慎重に考えるべきだと思います。今の

まま進めれば実際の工事が始まったときにどう

なるのか非常に怖いものがあります。 

  時間がないので、次に進みます。 

  本市の産業振興についてなんですが、先ほど私

は、有機エレクトロニクスの産業化というもの

について、国の経済成長戦略、具体的に地域経

済再生本部というのが設けられましたので、ぜ

ひここに、市としてこの有機エレクトロニクス

については産業化を積極的に進めたいからぜひ

とも国の支援をもっと大きくしてもらいたい、

こういったことを提言すべきだということで質

問させていただいたんですけれども、具体的な

その提言ということについては、担当部局とし
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てはどのようにお考えでしょうか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 有機エレクトロニクスにつき

ましては、米沢市の新産業創出の面での旗印を

とっていただいているものというふうに思って

おります。国のほうにもそういったことで、提

言についてはいろいろ熟慮させていただきます

が、訴えかけていきたいなというふうに思って

おります。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ある意味、今がチャ

ンスだと思います。国も、前政権のようにコン

クリートから人へということではなくて、技術

立国、イノベーション立国、これを目指してい

こう、改めて再構築していこうというふうにシ

フトチェンジしています。そういったところに

こそこちら側も積極的に入っていって、ぜひと

もこのまさに有機ＥＬに関してはもっともっと

力を入れて、具体的に言えばお金を入れて産業

化を図っていくということだと思うんです。そ

のためにもぜひこの提言については、前向きに

なんて言わずに、本当に年度明けからでも早々

に着手して、即提案できるような体制をとって

いただきたいと思います。 

  それから、地元企業の支援については、金融支

援というのが最も一般的で今まで実際されてき

たことだと思いますけれども、これからは地元

企業のことを考えた場合には、地元企業があり

とあらゆること、お金もそうですし、あとそれ

から取引先のこと、売り上げ先のこと、さまざ

まなことについて一括で相談できるような窓口

というものがあればこれは違ってくるというこ

とは言われています。実際地元にも米沢商工会

議所がありますので、そこが今重立ったその役

割を果たしているとは思うんですけれども、ぜ

ひとも市もそこに連携するような形で、公的機

関として一つのそういった相談窓口を、言って

みればこれは実際できているものですけれども、

地域産業支援センターというものができていま

すので、ぜひともそういった支援窓口、単なる

金融支援だけではなくてさまざまな部分におい

て相談できるという窓口を市としても前向きに

考えていただいて、商工会議所との連携もあっ

て、なおかつそれが公的窓口としてできるとい

うようなものについても考えていただきたいと

いうふうに思います。これは要望です。 

  それから、３つ目の農業振興政策についてなん

ですが、先ほど25年度にプロジェクトチームを

つくって、26年度に審議会に諮問してその答申

を受けてからというような話もありました。そ

の中に、県や農協とのそれぞれの考え方、県は

具体的な数字も上げた計画を練っています。農

協もあります。それらとの整合性をとりながら

というようなお話がありましたけれども、私は

米沢市の農業をどうしていくのかというところ

に一番の思いがあるべきだと思うんです。県が

こうやっている、農協がこうやっている、諮問

したらこんな感じ、だから米沢市はこうやりま

すということではなくて、米沢市としては、米

沢市の農業をどうしていくのかという思いがこ

の振興計画に入るべきなんです。というか、そ

れがベースにあるべきなんです。そこの部分を

なしで単にほかのところから寄せ集めたような

形では、米沢市の本当の農業振興計画にはなら

ないと思うんですけれども、これについてはい

かが思いますか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 議員おっしゃるとおり、米沢

の特性を生かした施策を盛り込んでいくという

必要があろうかと思います。先ほど市長の答弁

にもありましたように、そういった施策を盛り

込んでつくっていきたいというふうなことでお

話をさせていただきました。 

  例えば稲作については、本市につきましては、

恵まれた自然環境でありまして、日本型食生活

の主役である高品質米の生産に適しております。
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また、土地利用型農業の代表である稲作は、農

地の遊休化を防ぎ、農業の持つ多面的機能の維

持にも大変重要でありますので、今後とも振興

していく必要があると考えておりますが、過度

に稲作に依存することなく、収益性の高いほか

の作物との組み合わせによる経営をさらに推進

していくなど、そういったところで独自性を出

していきたいなというふうに思っております。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） ぜひそういった思い、

これを前提に出してこの計画に当たっていただ

きたいと思います。ぜひお願いします。 

  最後に、教育委員会のほうでさせていただきた

いんですけれども、教育長からも最初にもう全

体の答えが出るような答弁をいただきました。

米沢の将来を託せる大人になってほしいんだと。

まさにそのとおりだと思います。そのためにい

ろいろなことを考えていく、教育を考えていく

ということだと思います。ぜひ、私も息子がい

るものですからつくづく思うんですけれども、

本来であれば、この地元に帰ってきて米沢のた

めに力を尽くしてもらいたいというのが本音で

す。そういった子供たちを、言ってみればそう

いった大人に育てたいという思い。これは非常

に先ほど聞かせていただいてうれしく感じた次

第です。ぜひともこの米沢の将来を託せる大人

になってもらうべく教育をしていただきたいと

いうふうに思います。 

  その中でも「おしょうしなの心を持つがってし

ない子供」、非常にいいフレーズだと思います。

私も小中学校から離れて時間がたつものですか

ら、こういった言葉に触れるのは、こういった

委員会、議会でしか触れることがないんですけ

れども、ぜひとも今小中学校に通っている子供

さんの親御さんにも、保護者にも、米沢市とし

てはこういうことを思って「おしょうしなの心

を持つがってしない子供」に育てたいんだとい

うことをもっともっと伝えていただきたいとい

うふうに思います。 

  それからいじめ、それから体罰、こちらに関し

ては本当に頭の痛いところだと思います。特に

今全国的にも問題になっているこの体罰という

ことに関して言うならば、先ほど教育長もおっ

しゃいました。だめなものはだめなんだという

ことをきちんと子供に教えるということは、ま

さに学校の中で教えることであり、なおかつ、

これは家庭でも、家の中でも教えていかなくて

はいけない。ということは、やはりその保護者

とのある意味連携というものが必要になってく

ると思います。学校だけではなかなかできない。

やはり家の中でも、これはやってはだめなんだ

ぞということは、家の中でも教えなくてはいけ

ない。それをいかにやっていくかということは、

なかなか学校だけでというのは難しいところだ

と思いますが、進めていかないとそれこそ米沢

の将来を託せる大人にはならないと思いますの

で、ぜひともそこのところも考えてやっていた

だきたいというふうに思います。 

  そして、体罰に関して言いますと、学校の先生

が例えばこれをやってはだめだと、体罰は基本

的にだめだということがわかっていますから、

これはわかり切っていることなんですけれども、

しかし、その指導の中において口で言ってわか

らないということは、これは昔から変わりなく

あることでありまして、その際にきちんとだめ

なものはだめだと教える際のそのやり方という

部分については、これは教育委員会が指導して、

先生方にも、こうやっていくやり方があるんだ

という部分については、やはり先生にもそこの

点を勉強してもらいたいということになると思

います。 

  しかし、そのことによって現場の先生方が萎縮

してしまって、何も言えない、何もできないと

なってしまってはまさに教育現場が崩壊してし

まうことになりかねませんので、ぜひ、萎縮し

ないで指導できる、このバランスをとっていた
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だきたいと思います。その具体的な方策につい

ては教育委員会で考えていただくしかないと思

います。国でもさまざまな、それこそ審議会で

昨日も答申を出されていたようです。こういっ

た部分においても国も今一生懸命考えていると

ころだと思いますけれども、ぜひ米沢市として

も、現場の先生方が萎縮せずにきちんとした指

導ができるというところに持っていける、言っ

てみれば教育環境をつくっていただきたいと思

います。これはもう切なる要望ですけれども、

ぜひその部分について現場の担当である指導部

長のお考えもお聞かせいただければと思います。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 ありがとうございます。

教師がきちんと指導ができないという状況では

教育は成り立ちません。時には厳しい指導も必

要となってきます。しかし、そのときに教師の

真意が子供に伝わらないということでは子供は

よい方向に変化していくということはないわけ

ですので、まず教師が信念を持って指導すると

いうこと、それが大事であるわけですが、それ

を上手に伝える教師の技術、力量、そういった

ものも求められるというふうに思います。私ど

もとしましては、教師にカウンセリングの技能

とか、あるいはユニバーサルデザインを取り入

れた指導法とか、そういった指導法の研修会を

行って先生方に力をつけていきたいなというふ

うに思います。 

  さらに、先生方と子供たちの向き合う時間の確

保という部分も大事にしていきたいなというふ

うに思います。授業だけではなくて子供と一緒

に過ごせる時間を大事にできるように、そうい

った提出物とかいろいろな事務的な部分の簡素

化なんかも図って、さらには補助員の配置など

も含めて、先生方が子供たちと本気になって向

き合えるよう頑張っていきたいというふうに思

います。以上です。 

○佐藤 議長 海老名悟議員。 

○１６番（海老名 悟議員） 本当に現場の先生方

のことを考えると、今指導部長もおっしゃった

とおり、余りにも事務的な作業が多くなり過ぎ

て、実際に子供と接し合える時間というのが、

昔に比べると少なくなっているということは

前々から言われてきたことだと思います。ぜひ

ともそういった事務量の軽減であるとか、時間

的制約の軽減であるとか、そういった部分につ

いてはシステムとして考えればできることだと

思いますので、そこから始めるだけでも、先生

と生徒、子供の関係というのがまた一歩前進、

深くできる形になると思いますので、ぜひその

点については具体的な方策を早急に考えて対応

していただきたいというふうに思います。 

  最後になりますけれども、持続可能な米沢市と

いうことを考えれば、本当にこれからは人口が

どんどん減っていって高齢化が進む、そして子

供は減っていくという、これは現実問題です。

その中では、その子供たちをいかに教育してい

くかということは、これ実は一番の根幹かもし

れません。さまざまな政策や方策はあるでしょ

うけれども、やっぱり人がきちんと育たなけれ

ばそのまちは存続し得ないと思いますので、ぜ

ひとも持続可能な米沢市ということも考え合わ

せて教育現場の改革を進めていただきたいとい

うふうにお伝え申し上げて、きょうの私の代表

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○佐藤 議長 以上で一新会代表16番海老名悟議

員の代表質問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 

午後 ０時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 
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○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  市政クラブ代表、４番我妻德雄議員。 

  〔４番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○４番（我妻德雄議員） 市政クラブの代表を務め

ております我妻德雄です。 

  市政クラブは、今回の代表質問に当たり４人で

質問項目を相談し、それぞれに分担を決め、質

問原稿をつくり上げました。したがいまして、

言い回しなどに少々違いがあるかもしれません。

その点については御勘弁をお願いいたしまして、

質問項目も非常に多くなっておりますので、当

局には簡潔、明瞭な答弁をお願い申し上げ、早

速質問に入らせていただきます。 

  大項目の初めに、中心市街地活性化及び新文化

複合施設建設についてお尋ねいたします。 

  私ども議会は、昨年の８月28日の平成24年８月

臨時会において、新文化複合施設の計画地変更

に伴い、基本設計や地質調査などの業務委託に

要する経費の追加、並びに建設用地取得費及び

不動産鑑定手数料の減額の平成24年度米沢市一

般会計補正予算を可決承認しました。 

  昨年の４月の新文化複合施設の用地変更の発表

から８月臨時会までの間、議会には当局より相

当丁寧な説明があったと認識しています。しか

し、一方、市民の方々への説明は不十分そのも

のだったのではないでしょうか。市長は議会に

説明したように、いや、それ以上に市民の方々

に丁寧に説明し、理解を求める努力が必要でし

た。住民監査請求が出され、危惧する声が大き

くなってから、ようやく市内17地区の新文化複

合施設整備事業に関する説明会を行いました。 

  私も地元田沢地区の説明会に参加させていただ

きました。地区の方々が40名ほど参加してくだ

さいました。説明会では、初めに米沢市からこ

れまでの経過や中心市街地活性化、新文化複合

施設の概要などの説明が30分ほど行われました。

その後、フリーに質問・意見交換が１時間10分

ほど実施されました。質問・意見交換では、強

弱はあるにせよ最終的には建設に賛成の意見が

大半だったように思います。そして、説明を聞

き納得した方が大多数でした。このことからも

明らかなように、新文化複合施設建設をめぐっ

て混乱したのは、本市の説明不足が大きな要因

です。先日実施した地区説明会のようなものを

早い段階で実施していれば、このような混乱を

招かずに市民理解を得ることが十分できたと感

じています。市長に猛省を求め、見解を求めま

す。 

  新文化複合施設は中心市街地活性化とともに、

市民憲章でうたう「教育文化のまち」として大

きな役割を担うと期待しています。また、景観

面からも城下町の風情を醸し出すものにしなけ

ればならないと考えます。改めてお伺いいたし

ます。新文化複合施設が果たす役割をどのよう

に考えておられるのでしょうか。 

  さて、図書館ですが、歴史と文化のまち米沢市

の新図書館ですから、市民が誇れる米沢らしい

図書館をつくる必要があります。新図書館整備

検討委員会では「貴重な郷土資料を生かしてい

く図書館」との提言がありました。先人を顕彰

するコーナーや貴重書の実物を紹介するコーナ

ーを設置し、観光客にも利用していただけるよ

うな図書館にするとの方針はお聞きをしていま

す。 

  さらに米沢市らしさをつくるために、米沢の出

版物を集めるとか、米沢出身者の著書のコーナ

ーを設けるとか、そうした工夫が必要であると

考えます。よい図書館には必ず「売り」という

ものがあります。その売りをどのように考えて

おられるのでしょうか、見解をお聞かせくださ

い。 

  次に、大項目の２点目、職員の適正配置につい

てお尋ねします。 

  平成22年３月に第４次米沢市職員定員適正化計

画が出されました。今回の定員適正化計画では、
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平成27年４月１日までに35名を減らすとしてい

ます。消防の広域化により削減数は30名と変更

されています。平成24年４月１日現在の市立病

院を除く職員数は539人です。平成21年４月の

608人から15人が減員しています。 

  平成26年度には第４次定員適正化計画が満了す

るため、それ以降については「業務、仕事のや

り方、組織の継続的な見直しにより、新たな計

画を策定し、適正な人員配置を行う」としてい

ます。地方分権が進み、地方自治体の業務は一

層拡大すると予想されます。十分な対応を考え

ているのでしょうか。 

  定員の適正管理とは人員を削減するだけではな

いと考えます。組織の弾力的な運用、横断的な

運用と言っていますが、その実態は、少ない人

数で多くの仕事をこなしている状況にあるので

はないでしょうか。当局のお考えをお伺いいた

します。 

  平成24年度から平成28年度の新行革大綱には、

平成24年度に組織機構の見直しが上げられ、検

討実施するとなっています。どのようになって

いるのでしょうかお尋ねいたします。 

  多様な業務に的確に、かつ迅速に対応できる組

織機構への転換を図るため、横断的な庁内組織

における検討とありますが、どのようなものな

のかお伺いいたします。 

  行政改革の基本は、言うまでもなく、市民サー

ビスの低下、また職員の労働強化を生じさせる

ことなく無駄を省いて行政サービスを行う体制

づくりです。しかし昨今、ただ人件費削減を最

大使命として人員削減を目的とする傾向が見ら

れます。それはまさに本末転倒と言えるもので

す。業務の委託や指定管理などの外注化による

単なる経費の削減だけの行革の計画となってい

ないでしょうか。理念と公共サービスの質の議

論が必要です。それがないままに、職員数の削

減や負担の適正化・平準化をうたい文句に行政

サービスの質の低下があってはならないと考え

ます。行政の都合だけでなく、利用者の目線で

サービスが提供されているのか、また委託業者

などの適正な労働条件・労働環境の検証責任が

自治体にあることを問題意識として持つ必要が

あります。「住民目線」が大切です。 

  この間、多くの職員減によって業務や市民対応

にひずみが出ているのではないでしょうか。当

局の考えをお伺いいたします。 

  平成24年３月策定の新米沢市行財政改革大綱で

は、「本市の技能職員として、調理師、技術員

を関係課等に配置しているが、当該職員に係る

業務については、全国的にも民間委託等が進ん

でいる。調理師に係る業務については、今後の

あり方を検討し、見直しを行う。また、検討期

間中は正職員の補充を行わないこととする」と

記しています。このことは、昭和60年策定の第

１次行財政改革大綱からずっと同じ理由で掲載

されています。 

  しかし、学校給食を取り巻く状況は大きく変化

してきています。食の安全・安心から地産地消

が推進され、食育についても重要度を増してい

ます。本市の学校給食は手づくりで安心・安全

な地産地消の給食を基本としています。しかし

中学校給食導入、親子方式以降、調理師人数が

不足しているため、手づくりができず、冷凍食

品の使用がふえているのが現状です。地産地消

の観点からも手づくりできる人数を確保するこ

とが大切と考えます。 

  昨年、市政クラブで視察に訪れた愛媛県今治市

では、調理師１人当たりの調理食数は平均62.7

食です。そして、できるだけ生鮮食品から手づ

くりの調理が行われています。自校方式におけ

る食育は、調理師の力が必要です。本市では単

純に計算しますと、調理師１人平均133食をつく

っています。調理師１人当たりの食数が多いの

と、調理スペースが手狭なのではないでしょう

かお伺いをいたします。 

  地産地消と食育の効果を最大限に発揮させるた
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めに、全国の多くの自治体ではセンターから自

校方式への転換が進めれています。また、大規

模センターを親子や小規模センターへ方向転換

した自治体も数多くあります。新潟県三条市、

ここもセンター方式から直営方式に変更をして

います。 

  教育長は、昨年９月の小久保議員の一般質問に

対し、「学校給食は教育の一環である」と明言

しています。そうですよね。教育の一環として

の給食です。いつまでも民間委託に固執してい

るときではありません。子供たちの健やかな成

長のためにもきちんとした人員配置を行う必要

があります。当局の見解をお伺いいたします。 

  大項目の３点目、「脱原発」再生可能エネルギ

ーの推進についてお尋ねします。 

  東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所

の事故から間もなく２年になろうとしています。

大震災はまことに不幸な大災害でしたが、私た

ちが今後、生活や産業、そしてまちづくりをど

のように進めていくのかを考える上で大きな教

訓を残してくれました。その一つが原子力発電

です。原子力発電は、一たび事故が起きれば、

生活のさまざまな分野に、そして広範囲な地域

に、さらには将来の世代にわたって長い期間深

刻な影響を及ぼしてしまいます。 

  県は「山形県の新エネルギー戦略」で、目指す

べき将来の姿として「再生可能エネルギーの供

給基地化」「分散型エネルギー資源の開発と普

及」「グリーンイノベーションの実現」を基本

構想に掲げ、現在動き出しています。また「エ

ネルギー政策推進プログラム」では、「大規模

事業の県内展開促進」「地域分散型の導入促

進」を進める施策を具体的に示しています。 

  安部市長もいち早く「原発からの脱却」を明言

しました。しかし、本市独自の施策はほとんど

ないに等しい状態です。確かにエネルギー問題

は国策の部分が多くなっています。しかし、今

までのように「待ち」の姿勢では、この問題は

進みにくいと考えられます。米沢市として独自

の施策・事業を進め、市民の意識を高めながら

再生可能エネルギーの導入を進める必要がある

と考えます。 

  具体的にどう原発に頼らない社会、再生可能エ

ネルギーの推進を進めていくのでしょうか、市

長の見解をお伺いします。また、本市の「脱原

発」の具体的ビジョンについてもお答えくださ

い。 

  国や県の施策任せの他力本願ではなく、米沢の

地域の特性を生かし、行政と市民が一緒になっ

て再生可能な自然エネルギーの普及、事業化を

図っていく必要があります。木質バイオマス、

小水力、風力、太陽光発電など、エネルギーの

地産地消を進めるため、市民やＮＰＯ団体、企

業などを交えた、米沢市の再生可能エネルギー

の「推進計画」をつくる必要があると考えます。

本市の見解をお聞かせください。 

  次に、大項目の４点目、生活保護基準引き下げ

についてお尋ねします。 

  昨年11月の生活保護受給者は、全国で214万

7,000人に上ります。国の経費もふえ続けていま

す。このため、政府は生活費に当たる「生活扶

助費」を約670億円減額すると決定しました。 

  しかし、国内総生産に生活保護費が占める割合

を見ますと、2007年の統計では、日本は経済協

力開発機構加盟国の平均の４分の１にとどまっ

ています。決して高いわけではないのです。 

  生活保護基準引き下げは、多くの世帯で生活保

護が減額になるほか、最低生活費の基準が個人

住民税の非課税限度額の算出にも使われること

から、非課税世帯から課税世帯になるケースが

出るなどの影響が懸念されます。 

  本市が実施している低所得者向けの減免制度の

多くは、生活保護基準やその「１．何倍」とい

うように適用基準が定められたものが多くあり

ます。生活保護基準が引き下げられれば、減免

制度の適用基準も下がり、今まで減免制度を利
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用できていた低所得世帯の中には、これらの減

免制度が使えなくなる世帯も出てくると予想さ

れます。 

  本市ではどのようなものに影響が出てくるのか

お伺いいたします。また、影響の出ないような

対策をどのように考えておられるかもお伺いい

たします。 

  生活保護基準引き下げで最も影響をこうむるの

は子育ての世帯です。そして、その多くが母子

世帯です。子供の教育にかけられる費用が減り、

高校・大学進学の断念や、部活や修学旅行の断

念、高校中退の増加につながりかねません。十

分でない教育背景により、進学や就職に悪影響

が出る懸念もあります。そして、将来的に低所

得や収入が安定しないことにつながります。そ

の影響はまた同じように次の世代に受け継がれ

てしまうのです。これがいわゆる貧困の負の連

鎖や世代間連鎖と呼ばれるものです。一度この

負の連鎖に入ってしまうと、自分ではなかなか

抜け出すのが難しいと言われています。 

  支給の基準額が引き下げられると、住民税の非

課税基準など、ほかの低所得者対策の影響もあ

り、貧困のスパイラルが心配されます。子供へ

の負の連鎖の防止策について、どのように考え

ておられるでしょうか。また、貧困のスパイラ

ル防止の施策をどのように考えておられるのか

お伺いをいたします。 

  国は「不正受給対策強化など生活保護の引き締

め策の一方、生活に困っている人々を早期に把

握し、就労支援、住まいの確保、家計再建など

個人の状況に応じて支援する」との構想ですが、

生活困窮者の個別的な支援には多くのマンパワ

ーが必要です。 

  しかし、どこの自治体でも福祉事務所のケース

ワーカーは不足傾向にあります。本市も例外で

はありません。財務省は生活保護関係予算の抑

制を目指しており、生活困窮者対策にどこまで

財源が確保されるのか不透明さが漂っています。 

  厚生労働省は「自立支援も生活保護の適正化も

一体で進める」と強調していますが、専門家か

らは、「困窮者支援策はかけ声だけで、生活保

護の引き締めだけが進むことにならないか」と

の懸念も出されています。本市としての生活困

窮者に対する施策について、どのように考えて

いるのかお伺いいたします。 

  生活保護受給者をいきなり一般就労の場に出し

ても、生活習慣などの問題があってうまくいか

ない場合が多くあります。そこで、直ちに一般

就労を目指すことが困難な人に対して、社会的

な自立に向けたサポートをする仕組みを組み込

んだ「中間的就労」などを提供することが必要

なのではないでしょうか。 

  また、一般就労に向けた「自治体とハローワー

クとが一体となった就労支援」が必要です。ワ

ンストップ型の支援体制をハローワークと福祉

事務所の間で整備することにより、就労支援の

必要な対象者を確実に把握し、早期に支援を開

始することができる体制を構築すべきと考えま

す。常設のワンストップ窓口の設置や、ハロー

ワークから福祉事務所への定期的な巡回相談に

よるワンストップ支援体制の整備、予約相談制

の導入等の連携体制の構築など、さまざまな対

応が必要と考えます。本市の就労支援策につい

てお尋ねします。 

  次に、大項目の５点目、雇用創出と産業の振興

についてお尋ねします。 

  長期化する消費不況の中で、景気の低迷、デフ

レが深刻化しています。この最大の原因は賃金

の低下です。2011年の民間給与は平均409万円で

した。2000年度と比較すると52万円も低下して

います。 

  大企業は正社員を低賃金・不安定雇用の非正社

員に置きかえ、国や自治体も指定管理者制度、

業務委託で大量の官製ワーキングプアをつくり

出し、結果、労働者の35.5％、若者や女性に至

っては半数が非正規労働者に追いやられていま
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す。そして、年収200万円以下の労働者は４人に

１人、1,000万人を優に超える状況にあります。

生活保護を受けている人々は214万7,000人と過

去最高を更新し続けています。低賃金で不安定

な働き方の非正規雇用の拡大は、正規雇用の労

働者の賃金と労働条件の低下、長時間労働に拍

車をかけている状況にあります。景気回復、デ

フレ脱却のためには、労働者の雇用の安定と賃

金の引き上げによる内需拡大が必要と考えます。 

  非正規雇用者は、雇用契約期間が短く、不安定

雇用がほとんどです。また、みずからの収入で

生計を立てられないことも多く、結果として、

結婚ができにくく、あるいは子育てにお金がか

けられず、子供が産めないなどの問題が露呈し

ています。また、社会保障などの制度の適用率

が低く、老後における生活が不安定となるとの

指摘もあります。 

  まず、本市における労働者総数、正規雇用と非

正規雇用労働者数を教えてください。また、正

規雇用と非正規雇用の収入についてもお知らせ

ください。 

  市長は平成25年度市政運営方針の中で、「オフ

ィス・アルカディアや八幡原中核工業団地への

企業誘致についても積極的に行っていく」とし

ています。これまでもトップセールスを初め誘

致に動いてきたと認識をしています。しかし、

結果が出ていないのが現状ではないでしょうか。 

  まず、企業誘致の実績を教えてください。また、

企業誘致による新規雇用者数についても具体的

な数値でお示しください。 

  本市に勤める嘱託職員、臨時職員の多くは、賃

金水準が年平均200万円を下回っているのが現状

です。昨年度の民間の平均給与は409万円でした

から、その半分以下が相対的貧困の水準尺度と

なる収入ですから、まさに貧困層に該当してい

ます。ワーキングプア層を自治体がつくってい

ると言わざるを得ません。 

  本市にも職員定数があり、現実には定数で賄い

切れない公共サービスの需要のために非正規雇

用で補っているのが現状です。しかし、日本型

雇用システムが公務員の世界にも入り込んでい

ますから、仕事も収入も補助的とみなされ、低

賃金の水準しか支給されていません。地方公務

員法や地方自治法上に「臨時職員」「非常勤職

員」という表現は出てきますが、きちんとした

定めはありません。臨時職員、非常勤職員で働

く方々は公務員だから、民間の労働者とは違っ

た枠組みの中にいて法適用も違います。しかし、

肝心の公務員法は守ってくれないのが現状です。

一方で、労働契約法も非正規公務員には適用さ

れません。「法の谷間の存在」となっています。 

  「官製ワーキングプア」について私なりの認識

を述べましたが、市長はこのことについてどの

ように思われているのでしょうか、市長の見解

を求めます。 

  また、指定管理者の現場においての労働者数や

その賃金実態、労働条件等はどのようになって

いるのでしょうか、お尋ねいたします。 

  最後に、コミュニティセンターについてお尋ね

します。 

  昨年６月に中部コミュニティセンターが完成し、

本市全地区にコミュニティセンターが建設され

ました。これにより地域における社会教育の一

層の充実が図られたと認識しています。 

  本市における平成22年度のコミュニティセンタ

ーの利用状況は、センターにより違いがありま

すが、約4,000人から約８万人です。総計で37万

人もの方が何らかの形で利用をされています。 

  しかし、これらの施設の中で古いものは昭和39

年に建設され、老朽化が進んだ施設もあります。

米沢市まちづくり総合計画第４期実施計画では

「コミュニティセンター等施設整備事業として、

コミュニティセンターの利便性を図るため、施

設箇所や機能低下部分の改修を行う」としかあ

りません。 

  そこでお伺いします。今後の改築予定は持ち合
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わせているのでしょうか。 

  また、災害時には指定避難所に指定されていま

す。しかし、耐震診断が行われていません。そ

の調査の予定・計画はどのようになっているの

でしょうかお伺いをいたします。 

  改築予定、耐震診断について「米沢市まちづく

り総合計画第５期」に組み込むべきと考えます

が、本市の見解をお知らせください。 

  少し早口になりましたが、以上で壇上からの質

問を終わります。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの我妻德雄議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、中心市街地活性化及び新文化複合施

設建設について説明不足が混乱を招いたのでは

ないかと、新文化複合施設が果たす役割につい

てお答えをします。また、「脱原発」再生可能

エネルギーについてもお答えをします。さらに、

官製ワーキングプアについてもお答えをいたし

ます。その他につきましては、部長よりお答え

をします。 

  初めに、新文化複合施設における市民への説明

についてでありますが、昨年の８月臨時議会に

おいて、新文化複合施設の設計費と調査費等の

補正予算について議決をいただき作業を進めて

きましたが、９月以降には広報よねざわを活用

して、計画の基本的な考え方などを市民の皆様

に広くお知らせしてきたほか、出前講座なども

行ってまいりました。 

  ことしに入ってからは、御質問のように、市内

17地区において説明会を開催いたしました。中

心市街地活性化の目的や新文化複合施設整備の

必要性について理解を深めていただくという目

的はおおむね達成できたと思っております。 

  この説明会を通じて感じましたのは、中心市街

地の活性化が市民全体の問題であり、新文化複

合施設の重要性もまた市民全体に関係するもの

であるとの理解、認識が市民の間で十分ではな

かったということであります。そのことをもっ

と早目に察知して市民の理解を得る努力が必要

だったのではないかと思っている次第です。新

年度にはいよいよ新文化複合施設の建設も始ま

ることから、今後はさらにさまざまな手法で理

解を深めていただくための努力を行ってまいり

ます。 

  次に、新文化複合施設の果たす役割についてで

ありますが、おおむね次の３点であると考えて

います。 

  その１は、中心市街地の交流人口の拡大によっ

て、にぎわいを生み出し、地域経済の活性化を

図ることです。その２は、市民憲章に「教養を

高め、文化のまちをつくりましょう」とうたわ

れているように、市民の文化レベルのさらなる

向上です。とりわけ次の時代を担う子供たちが

教養を身につけ、感性を養い、心豊かな人間と

して成長するための大きな役割を果たすものと

期待いたしております。その３は、建物自体を

城下町の雰囲気を醸し出すシンボリックなもの

とすることにより、地域の景観形成にも波及効

果を与え、町並みの統一を図る先導的な役割を

果たすものと考えております。 

  いずれにしましても新文化複合施設は、歴史を

大切にし、文化や教育に力を入れて発展してき

た私たちの米沢が、これからも歴史を大切にし、

文化や教育に力を入れ、人を育てて発展してい

くのだというメッセージを強く発信できるシン

ボリックな存在になると考えております。 

  続いて、「脱原発」の具体的なビジョンについ

てお答えします。 

  山形県では、農業水利施設活用小水力発電導入

促進委員会が開催されており、県内における農

業水利を活用した発電施設の導入について検討

が行われています。本市の水窪ダムの放流バル

ブなどが発電可能地点として上がっております。

このような動きも踏まえ、今後、市民、大学、
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産業界、ＮＰＯ団体などとの具体的な連携・役

割分担を明確にしながら、本市における再生可

能エネルギーの導入、とりわけ本市産業と結び

つくような事業化の可能性を含めて検討してい

きたいと考えております。 

  具体的には、公共施設への再生可能エネルギー

の積極的な導入、住宅用太陽光発電システムの

設置補助金を推進していきたいと考えておりま

す。公共施設への導入につきましては、24年度

から開始しております「再生可能エネルギー等

導入地方公共団体支援基金事業」になりますが、

25年度については、南原小学校、第六中学校へ

設置を予定しており、その後も第四中学校、新

文化複合施設への設置を検討しているところで

あります。 

  これらの公共施設への導入は市民への普及・Ｐ

Ｒ効果という視点も含めて効果的でありますの

で、より有利な財源を探りながら、できるもの

から設置を検討していきたいと考えております。 

  続いて、本市の再生可能エネルギーの推進計画

を策定すべきではないかとの御質問にお答えし

ます。 

  本市の特色を生かしたエネルギーのあり方を示

すビジョンを持つこと自体、将来的なエネルギ

ー確保の方向性を市民に対して明確に打ち出せ

るものと考えております。本市では平成20年に

「米沢市地域新エネルギービジョン」を既に策

定しておりますので、このビジョンに基づき、

本市に合った再生可能エネルギー活用の可能性

について、現実性、有効性の視点から再度整理

をしながら、今後の本市の再生可能エネルギー

の具体的な取り組みの方向性を検討していきた

いと考えております。 

  最後に、ワーキングプアについてであります。 

  ワーキングプアにつきましては、一般的には、

働いてもぎりぎりの生活すら維持することが困

難な収入しか得られない非正規雇用者を指す言

葉とされています。現在のところ、その範囲、

定義に関して確立された概念はないものと認識

しております。 

  ただ、数値的な目安といたしましては、本市の

嘱託職員及び臨時職員の１時間当たりの単価を

見ますと、平成24年10月発効の山形県の最低賃

金を大きく上回っておりますので、これによる

年収額がいわゆるワーキングプアに直接該当す

るものではないと考えております。 

  現在、構造改革による自由化、規制緩和の進展

とともに労働者の就業形態が多様化し、企業の

人件費削減等を背景として非正規雇用が増加し

たことが社会問題として大きくクローズアップ

されておりますが、本市の嘱託職員及び臨時職

員につきましては、相当以前から、必ずしも正

規職員を必要としない業務や突発的に業務量が

増加する業務に従事してもらうために適正数を

任用しているものであり、本来正職員がすべき

ものを嘱託職員及び臨時職員に担わせているよ

うなことはしていないと考えております。 

  しかしながら、ワーキングプアは国の労働政策

上極めて重要な問題であり、市場経済の行き過

ぎにより国民が強者と弱者に二極分化してしま

うような状態は是正していかなければならない

と考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

  〔神田 仁教育管理部長登壇〕 

○神田 仁教育管理部長 私からは、１の３番、魅

力的な図書館づくりについて御答弁申し上げま

す。 

  新図書館の「売り」、すなわちアピールポイン

トについて、どのように考えているのかについ

てでございますが、ほかの図書館にはない、あ

るいは当館において特に秀でている重要なポイ

ントは、貴重な郷土資料を保存・活用している

ことでございます。米沢の学問の歴史は古く、

議員もよく御存じのように、直江兼続がみずか

ら収集した貴重な書籍を持って開設した「禅林
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文庫」に始まり、４代藩主上杉綱憲の学問所を

経て、鷹山が開設した「藩校興譲館」へと引き

継がれております。その興譲館本を中心に開館

しました米沢の図書館も100年を超える歴史を持

っており、この間、さまざまな形で貴重な郷土

資料がふえてまいりました。 

  こうした歴史と由緒のある貴重な資料を多数所

蔵しておりますことは、図書館の誇りであるこ

とはもちろん、新図書館を特色づける大事な要

素であると考えております。このため、郷土資

料専用のレファレンスカウンターを設け、調

査・研究の御案内をさせていただくとともに、

郷土資料の閲覧室を配置し、じっくりと資料を

調査していただけるようにしてまいります。ま

た、現在、新図書館の開館に向け、それら貴重

な古典籍・古文書のデータベース化を進めると

ともに、デジタルライブラリーとしてインター

ネットにより公開していくなど、より多くの皆

様に御利用いただけるようなサービスも準備し

ているところであります。 

  また、関連するものといたしまして、図書館と

市民ギャラリー両施設のコラボレーションとし

て、本市ゆかりの偉大な先人を顕彰するコーナ

ーを設置し、未来を担う米沢の子供たちが先人

の遺徳をしのび、その人間性に触れるような展

示を心がけていきたいと考えております。その

際は、上杉博物館の資料をあわせて用いること

も含め、両館の連携を密にすることで図書館へ

の観光客の誘導にも努めてまいりたいと思いま

す。 

  さらに、議員仰せのとおり、米沢らしさをつく

り上げるために、米沢関係の出版物や米沢出身

の著書を幅広く収集することはもちろんのこと、

そうした資料を適時、特集コーナーとして設け

るなど、市民の皆様の利用に供していきたいと

考えております。 

  図書館を御利用いただくことで知的好奇心が大

いに高まり、新たな出会いや展開が生まれ、

「市民の皆様の役に立つ図書館」を基本的なア

ピールポイントとしてまいりますが、議員のお

話にもありました、市民が誇れる米沢らしい図

書館の重要なポイントといたしまして、貴重な

郷土資料の活用を掲げさせていただきたいと思

います。 

  より多くの市民・皆様に御活用いただけること

はもちろん、歴史・文化・教育のまち米沢を全

国に発信していくため、開館に向けたさまざま

な準備を着実に進めてまいりますので、今後と

も御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  続いて、コミュニティセンターの今後の改築予

定及び耐震診断の予定・計画について御答弁申

し上げます。 

  コミュニティセンターの改築については、老朽

化の状況、建設場所、国等の財政支援、長期的

な本市の財政事情等、さまざまな条件を総合的

に勘案した上でコミュニティセンターの整備計

画について検討していきたいと考えており、市

全体としての公共施設の整備順位のもと、今後

の「米沢市まちづくり総合計画」に組み込んで

いくものと考えております。 

  続いて、コミュニティセンターの耐震診断の予

定・計画についてお答えいたします。 

  本市のコミュニティセンターにおいては、耐震

改修促進に関する法律、政令で耐震診断、改修

の努力義務が課せられている昭和56年以前の設

計で建設されたコミュニティセンターは、山上、

上郷、窪田、広幡、田沢、南原、塩井の７館で

あり、いずれも耐震診断は実施していない状況

でございます。 

  耐震診断未実施のコミュニティセンター７館に

ついては、平成25年度から策定に入ります「耐

震化アクションプログラム」の中で、市民の安

全性に対する不安解消のためにも耐震診断を実

施することで進めているところでございます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 
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  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、２の職員の適正配

置についてのうち、（１）から（３）について

お答え申し上げます。 

  まず、定員管理の適正化についてでありますが、

定員適正化計画につきましては、国、地方とも

厳しい財政運営を強いられている中において、

本市が地方分権の進展による行政需要の増大と

質的な高度化に的確に対応し、将来にわたって

自立的・主体的に施策を行い、持続的に発展し

ていくため策定しているものでございます。 

  現在の定員適正化計画においては、これまでの

定員適正化の取り組み実績、本市の置かれてい

る種々の状況、業務量と職員数のバランスにつ

いても十分考慮した上で、平成27年４月１日ま

でに、平成21年４月１日の職員数と比較して御

指摘のとおり30人程度を削減するという目標を

掲げているものでございます。その達成に向け

て現在取り組みを行っているところでございま

す。 

  一方で、地方分権に伴う権限移譲等が急速に進

展していることもまた議員御指摘のとおりでご

ざいます。現に、業務量が大幅に増加すると考

えられる部署もありますことから、計画期間中

であっても現在の定員適正化計画を情勢に合わ

せて見直すこともあり得るとの認識を持ってい

るところでございます。 

  また、平成27年度からの次期計画を策定する際

には、当然権限移譲の影響についても十分に加

味する必要があるものと認識しておりますが、

その業務量に応じて、まずは民間委託等の推進、

それから組織、機構の見直し、多様な任用形態

の活用等により対応していきたいと考えている

ところでございます。 

  次に、組織機構の見直しについてお答えいたし

ます。 

  本市の行政組織につきましては、新たな行政課

題や多様化する市民ニーズに対応できる効率的

な組織や機動的な体制とするため、随時見直し

を行ってまいりました。このたびの「新米沢市

行財政改革大綱」に掲載いたしました重点施策

につきましても、これまでの「行財政改革大

綱」の施策を引き続き行うものでありまして、

定員適正化の手法として事務の効率化、組織の

スリム化を目指し事務事業の見直し等を行う一

方で、重要な政策課題に対しましては必要人員

を配置し体制を強化する組織改正なども行って

きたところでございます。 

  そこで、「新米沢市行財政改革大綱」に掲載し

ました組織横断的な庁内組織における検討につ

いてでありますが、平成24年８月に、副市長を

委員長とし部長級で組織する「組織検討会議」

を設置し、全庁的に、組織機構それから業務の

見直しに取り組んでいるところでございます。

この会議は平成24年度と平成25年度の２年間、

特に集中して検討を行うため設置したもので、

平成25年４月の組織改正につきましては、既に

御報告のとおり社会福祉課と文化課の２課のみ

となりましたが、平成25年度も引き続き組織の

見直しを検討してまいります。 

  現在の状況でありますが、各課から所管業務の

検討を含めさまざまな見直し案が提出されてお

ります。会議において、まず、組織改正を伴わ

ない業務調整部分のものと組織改正を伴う部分、

これに分けて検討を行っております。それから、

組織検討会議に下部機関としてワーキンググル

ープを設置しまして、関係する課の課長等を中

心に協議も行っているところであります。 

  平成24年度は業務調整部分の協議を主に行って

きましたが、平成25年度においては、組織改正

を伴う部分の検討を重点的に行っていきたいと

考えております。当然各部の事務分掌に変更が

あれば、これまでどおり議会へ御説明をさせて

いただきたいと考えております。 

  今後におきましても、社会情勢の変化、それか

ら新たな行政課題等を的確に捉え、行財政改革
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を主眼に置きながら、業務の見直しを含め組織

の見直しを進めていきたいと考えております。 

  次に、職員数が減少したことにより、業務や市

民対応にひずみが出ているのではないかとの御

質問でありますが、定員適正化計画のところで

御説明させていただいたとおり、現在の定員適

正化計画における職員数の目標値につきまして

は、これまでの定員適正化の取り組み実績、そ

れから本市の置かれているさまざまな状況、さ

らには業務量、そして職員数と、こうした関係

を十分に検証した上で設定しているものでござ

います。業務に支障が生じたり、市民対応等の

行政サービスの低下を招いたりすることのない

よう努めてまいりたいと思っております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、職員の適正配

置についての、技能職員の業務についてお答え

をいたします。 

  初めに、御質問のありました給食において手づ

くりが大切ではないかという点についてお答え

をします。 

  よく家庭の献立においてはそれぞれの家庭の味

があるというふうに言われます。同じ煮物でも

中に入れる材料に違いがあり、それぞれの家庭

や地域に伝わる味があるというふうに思います。

給食においても、子供たちに、米沢の味であっ

たり、それぞれの食材のよさを生かした食感だ

ったり、見た目の美しさなどを感じさせていき

たいものです。そのようなことを考えたときに

手づくりは大切なことと捉えております。教育

委員会では、できる限りそのような観点から学

校給食の献立作成を行っているところです。 

  次に、調理師１人当たりの食数が多いことと調

理の場所が狭いのではないかとの御指摘につい

ては、中学校給食を開始するに当たり、人員配

置に関する検討を行った上で定めた調理従事者

配置基準により配置を行っているものでありま

す。また、施設の改修についても現状ではでき

る限りの対策をしているところでございます。 

  技能職員に係る業務の見直しについては、「新

米沢市行財政改革大綱」において、業務のあり

方を検討し、見直しを行うこととされ、その検

討期間中は正職員の補充は行わないこととされ

ています。 

  業務のあり方については、現在「新米沢市行財

政改革大綱」に基づくスケジュールにより、関

係各課において検討しているところであります。

他市町村では手法として小学校間の親子給食や

民間委託なども実施されているところでありま

す。それらを含めたさまざまな部分での可能性

を検討しているところでありますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、生活保護基準

引き下げについてお答えいたします。 

  まず、本市の就学援助や国民健康保険に与える

影響であります。 

  厚生労働省は、生活保護費に関する検証結果か

ら、生活扶助が生活保護を受けていない低所得

者世帯の生活水準を上回るケースがあることか

ら、デフレによる物価下落分を反映して、来年

度から３年かけて670億円削減することとしまし

た。このことにより、生活保護を受けている世

帯の96％で８月から保護費が引き下げられるこ

ととなりました。 

  厚生労働省の試算では、都市部の夫婦と子供２

人の世帯で、ことし８月段階では現在より月に

約7,000円の減額、２年後には月に約２万円の減

額、そして同じく都市部の母親と子供１人の世

帯では、ことし８月に月に約3,000円の減額、２

年後には月に約8,000円の減額となる予定であり

ます。 
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  また、生活保護基準はほかの多くの生活支援制

度の目安になっており、引き下げは受給者だけ

でなくこうしたほかの制度の利用者にも影響が

及ぶこととなります。 

  影響を受ける制度には、保護基準を参考に給付

金額を改定する制度と、保護基準を参照して対

象者を設定する制度があります。 

  国が示す例示では、保護基準を参考に給付金額

を改定する制度には、児童養護施設などの運営

費である児童保護費等負担金など、戦傷病者特

別援護法に基づく療養手当、そして中国残留邦

人やハンセン病療養入所者の家族に対する給付

などがあります。一方、保護基準を参照して対

象者を設定する制度には、国民健康保険の一部

負担金減免制度、就学援助制度における学用品

等の支給、保育料の免除、そして個人住民税の

非課税限度額があります。さらに、個人住民税

の非課税限度額を参考にする負担軽減策としま

して、介護保険料、障害者福祉サービス、国民

年金保険料の申請免除、医療保険の高額療養費

などがあります。 

  なお、国は、生活保護基準の見直しに伴いほか

の制度にできるだけ影響が及ばないよう、それ

ぞれの制度の趣旨や目的、実態を踏まえて対応

することを基本的な考え方としております。特

に生活保護基準の引き下げに係る住民税などへ

の影響につきましては、現在のところ不明であ

り、また、住民税は前年所得に課税されるため

平成25年度におきましては影響は生じないこと

から、国では平成26年度以降の税制改正の議論

を踏まえて対応するとの方針を打ち出しており

ますので、国の動向を踏まえながら適切に対応

してまいりたいと考えております。 

  次に、貧困のスパイラルを断ち切るための施策

であります。 

  生活保護世帯の子供が大人になって再び生活保

護を受給するという「貧困の連鎖」の解消のた

め、昨年11月から「米沢市子ども健全育成支援

事業」に取り組んでおります。これは生活保護

世帯の親子への養育相談、学習支援などをＮＰ

Ｏ法人に委託して行うもので、今年度につきま

しては、中学３年生を中心に支援希望のあった

５世帯に対し週１回２時間程度の支援を実施し

ております。 

  「貧困の連鎖」対策には学習支援などが有効で

あるとの先進自治体での事例にもありますので、

本市としても積極的に取り組んでまいりたいと

考えております。 

  次に、生活困窮者対策であります。 

  生活困窮者対策につきましては、生活困窮者の

就労・自立支援のための制度が現在国において

検討されているところであります。これは、生

活訓練や社会訓練などを含む就労支援策の創設、

離職により住まいを失った人などに対して家賃

相当を期限つきで支給、利用者の状況に応じて

最適な支援策を早期・包括的に提供する相談支

援事業の創設、そして生活困窮者家庭の子供へ

の学習支援などの実施、これらを主な内容とす

るものであります。これらにつきましては生活

困窮者に対する総合的な対策と考えられますこ

とから、今後、国の動向を踏まえながら取り入

れるなど適切に対応してまいりたいと思います。 

  最後に、就労支援策についてであります。 

  生活保護受給者に対する就労支援につきまして

は、おおむね18歳以上60歳未満の方で、働く能

力のある方を対象に、その能力に応じ各種の事

業を活用し実施しているところであります。 

  まず１つは、「福祉から就労」支援事業であり

ます。市とハローワークとの間で「福祉から就

労」支援事業に関し、支援の対象者、対象者の

数、目標、支援手法、役割分担などについて協

定を締結し、連携体制を整備の上、生活保護受

給者などを対象に綿密な支援を行うものであり

ます。平成24年度は生活保護受給者56人、児童

扶養手当受給者36人、住宅手当受給者８人の合

計100人の支援でございました。 
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  ２つ目は、就労支援員による就労支援プログラ

ムです。就労支援に関する専門知識及び経験を

有する職員を活用し、被保護者へ就労支援を行

っております。 

  ３つ目として、厚生労働省の許可する職業紹介

業者、これによる民間職業紹介プログラムで、

業者が主催する企業説明会を活用し、求職の機

会の拡大を図り就職先確保の支援を行っており

ます。 

  なお、ケースワーカーによる就労指導でありま

すが、訪問調査活動を通じ適切に指導助言を行

っているところであります。 

  常設のワンストップ窓口の設置やハローワーク

からの福祉事務所への定期的な巡回相談などに

つきましては、ただいま申し上げました「福祉

から就労」支援事業の中の強化策ともなってお

りますので、今後検討してまいりたいと考えて

おります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、雇用創出と産業の

振興についてお答えをいたします。 

  初めに、本市の雇用状況についてであります。 

  本市の労働者数は、平成22年の国勢調査の結果

によりますと、４万1,123人となっております。

このうち役員や個人店主などを除いた雇用者の

数は３万2,666人であり、内訳といたしましては、

正規雇用が２万3,178人、派遣社員やパート・ア

ルバイトなどの非正規雇用は9,488人であります。

割合で見ますと、正規雇用が７割、非正規雇用

が３割となっております。 

  なお、産業分類別に見ますと、製造業では19％、

卸小売業では46％、宿泊業・飲食サービス業で

は69％が非正規雇用となっており、これは業種

にばらつきがあるようであります。 

  次に、労働者の収入に関してでありますが、本

市が平成22年度に実施いたしました労働環境実

態調査結果によりますと、平均月額賃金は、男

性が平均年齢42歳の正規雇用者が25万4,286円、

平均年齢23歳の非正規雇用者が６万2,785円であ

ります。女性は平均年齢40.7歳の正規雇用者で

18万4,311円、平均年齢26.5歳の非正規雇用者が

５万5,811円でありました。 

  次に、企業誘致の実績についてでありますが、

まず、米沢八幡原中核工業団地並びに米沢オフ

ィス・アルカディアの両団地における企業立地

の状況は、平成24年４月１日で米沢八幡原中核

工業団地は操業企業54社で3,812人の従業者数と

なっており、米沢オフィス・アルカディアは９

社372人で、両団地とも正社員の割合は９割とな

っております。 

  過去５年間の立地企業は米沢八幡原中核工業団

地が５社で、新規が１社、増設が２社、市内移

転が２社となっており、立地により増員した新

規採用者数は30名、米沢オフィス・アルカディ

アは市内移転が３社となっており、立地による

新規採用者数は14名となっております。また、

米沢オフィス・アルカディアにおけるこれまで

の新規採用雇用者数は61名であり、全立地企業

の投資額は約43億円となっているところであり

ます。 

  企業誘致につきましては、難しい経済環境では

ありますが、今後もさまざまな方々からの情報

や御意見、御指導をいただきながら、全力を尽

くして進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、指定管理者の

状況について答弁をさせていただきます。 

  指定管理者制度については、平成18年度から順

次導入をしておりまして、現在は74の施設にお

いて指定管理者制度による管理を行っておりま

す。 

  指定管理施設で従事をする労働者の人数につい
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てでありますが、平成23年度において常勤で従

事をする人数が263人、パートの方など非常勤の

方は126人、全体で389人となっております。 

  指定管理者施設において働いておられる方の賃

金状況につきましては、個々の賃金体系の中で

定められているものでありまして、本市として

個別、個々の部分について詳細を把握している

ものではありませんが、適切に対応されている

ものと認識をしております。 

  まず、指定管理料の算定に当たっては、施設の

管理に必要な人員について、直営あるいは業務

委託で施設管理をしていた時代を踏まえまして

業務内容に応じた人数を想定し、賃金の算出に

当たりましても、市の嘱託・臨時職員の単価、

あるいはこれまでの基準を参考にしながら算定

をしているところであります。 

  また、毎年度終了後に提出をいただく業務報告

書の中の収支報告書に、平成22年度分からであ

りますが、雇用の状況を報告していただくよう

にしております。これは、収支計画書で計画を

した人件費に関し実際どれぐらい支出をしてい

るか、また管理運営にどれぐらいの人員を充て

たかを把握するものでありまして、不適切な部

分がある場合は必要な指示を行うように努めて

おります。 

  もう一つの労働条件につきましても、各指定管

理者において、関係する労働法令等を遵守し適

切に対応されているものと認識をしております。 

  これまでの議会からの御意見等も踏まえまして、

平成22年度からでありますが、事業者から提出

をしていただく事業計画書の中に施設で働く職

員に対する労働条件や労働者福祉の取り組みを

記載をいただき、選定の際にその内容が適切で

あるかについても審査をしております。また、

指定管理者については指定期間の最終年に評価

を行っておりますが、これにつきましても、選

定した施設から、この評価の中でも労働条件や

労働福祉の取り組みが適切であるかどうかとい

う項目を設けて確認を行っているところであり

ます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） では、順番にお聞きをし

ていきます。 

  最初の中心市街地の（１）の関係で、市長は、

なかなかアンテナが低かったというか、十分察

知ができなかったというような答弁だったよう

に思いますけれども、私が言いたかったのは、

今回やっている地区の説明会みたいなのを議会

が決定したらすぐにでもやれば私はよかったの

かなとずっと思っていたんです。確かに出前市

長室とか、その都度お話ししているというのも

話を聞いていましたけれども、あのときとは何

か今回の説明会の話している内容というか、今

回の説明会はかなり濃い市長の思いをしゃべっ

ていたような気がしますけれども、その点を指

摘をしたつもりでいましたけれども、できれば

議会が決まってすぐにでもアクションを起こし

て、何で図書館、新複合施設が必要なのかとい

うことを説いて回る必要があったというふうに、

その点をぜひ反省して教訓にしてほしいという

つもりで質問したつもりでしたけれども、その

点いかがですか。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 問題としてどこまで、一般的に

さまざまな問題同じでありますが、この問題、

どこまで深く市民の方に理解されているかとい

うその理解の深さをはかっていくことが極めて

大事だということを今回は教訓として得ました。

全ての問題について最初から地区別に説明会を

開くというようなことには当然ならないわけで

すが、問題によってはそのようなことも必要で

あり、今回の問題というのは、その理解度の深

さをはかった場合に、もっと早目に地区別の説

明会とかあってもよかったというふうに思って

いるところであります。 
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○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 何もかにも市長が出てい

って地区で説明しろということではないと思い

ます。体、一つしかありませんから。ただ、今

回はずっと積み上げてきて、ポポロ跡地に新文

化複合施設をつくるということで進めてきたの

をわずか数カ月で変更になって、その経過など

についてやっぱり今回の事例についてはきちん

と説明しなければならなかったと私は強く思っ

ていますので、その点を御指摘をしておきたい

ということでございますので、この点は今後十

分注意をして進めていただきたいというふうに

思います。 

  もう１点ですけれども、魅力的な図書館づくり

ですね。いろいろ説明をいただきました。観光

客向けにどうするべきかとか、歴史好きな人の

皆さんにはこうするんだとかというのはかなり

わかるんです。もう一つは、図書館ですから、

文学好きというか、本の好きな人を呼び込んで、

そして来てもらって周辺部が活性化していく。

歴史好き、観光客もいい、じゃ本の好きな人を

どうするんだよいうことを質問したいと思って

いました。その点についていかがなものですか。 

○佐藤 議長 神田教育管理部長。 

○神田 仁教育管理部長 やはり一般図書というか、

そういった部分に囲まれた図書館ということで

計画されておりますので、ふんだんに書架に本

を配架することによって、多くの市民の方々を

初め、読書好きな方にも満足していただけるよ

うな環境を整えていくという計画には変わりは

ございませんので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 具体的にはなかなか言え

ないんでしょうけれども、今の段階ではいろい

ろ検討いただくと。当然本が好きだとか、文学

好きな人たちの目玉になるようなものを少し検

討していただければいいのかなというふうに思

います。 

  次の２番目の職員の適正配置の中の、余り時間

がないので、特に技能職員の部分についてお話

を伺います。 

  親子給食を実施している小学校ですけれども、

単純に食数の基準を当てはめるということはで

きないということで先ほど答弁にもありました

が、改めて検討しましたよと。実態は私以上に

多分わかっていらっしゃると思うんですが、今

の人数で一旦11時か11時半まで中学校の給食を

上げなければならないんです。同じ献立だから

一緒につくればいいべというようなことで当初

考えていた部分もあるらしいんですが、ところ

が、1,000食とかそういうふうになると、ガスは

小さい、鍋は小さい、手狭だし、一度にまとめ

てできないことも多いと。で、11時ちょっとご

ろに一旦上げて、また新たに今度小学校、12時

30分ごろまでつくり直すような物すごい作業量

になっていると、今。だから、少し職員の補充

も考えなければだめではないかと。 

  先ほど答弁がありました。職員が必要なところ

には全部配置をしていると。けれども、臨時職

員も、調理師の場合だと職員の皆さんとそんな

に違いはない仕事をしていらっしゃるので、突

発的なときなどに対応するにはやっぱり熟練が

必要だと言うんです。そうすると、臨時職員の

人なんかが、臨時職員というと必ず調理師の免

許を持っていなくてもいいということになって

いますよね。代用で来る人なんかは、そこの母

ちゃん、ちょっときょうどうしても人いないか

ら来てくださいというようなシステムになって

いるはずです。そういうことも、安全・安心な

教育、食育だと言いながら、実際はなかなかそ

うなっていないと。この点の認識についてはい

かがなものですか。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

○土屋 宏教育指導部長 今、地元代替の点だとい

うふうに思いますけれども、突発的に調理師さ

んたちがお休みになったときに大きい学校では



- 57 - 

地元代替の方にお願いをしておりまして、この

方々については調理師免許がなくてもいいとい

うようなことでお願いをしているわけですけれ

ども、やはり今、周辺部の小規模の学校につき

ましては、調理師さんが１人といった場合に、

やはり給食の調理の責任ということもあります

ので、こちらは正式な職員を配置している。そ

の方が休んだ場合にはやはり正式な方をそちら

にやらなければいけないというようなこともあ

って、そこのところも一つ大きな課題として今

捉えて検討しているところです。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） くどいようですけれども、

平成17年からですね、恐らく調理師の方々の新

規採用をしていないというのは。技術力を継承

するためには各年代が平らにいるのが一番いい

というふうに言われています。そういうことか

ら考えていくと、いつまでも職員を採用しない

で臨時職員の皆さんに退職補充の分をお願いす

るとか、そういうことは当然そろそろ検討して

見直さなければならない時期に来ていますし、

教育の一環と言いながら、なかなかそこができ

ていない。その点の認識は、教育長、どうです

か。 

  17年から技術力の継承、東日本でも１番か２番

だと言われる学校給食です。そういうふうに言

われていろいろなこと、使ったてんぷら油はあ

る養護施設に持っていって石けんに加工しても

らって、またその石けんを学校給食で使う循環

型を非常にやっていますよね。もったいないと

いう精神の中で。そういったことがなかなか市

民の皆さんに伝わっていない。委託がいいんだ

ろう、委託が同じ味が出てくるんだと思ったら

大間違いです。委託先から出てくるのは冷凍食

品で、それはいろいろな調理の関係があります

から、大間違いという言葉はちょっと悪いのか

もしれませんけれども、同じものが同じように

出てくるというふうには決して限らないと思い

ますし、そういった意味から言っても、どう考

えても、この点については考え直す必要がある

というふうに私は思いますけれども、教育長、

いかがですか。 

○佐藤 議長 原教育長。 

○原 邦雄教育長 学校給食の現場におきましては、

それぞれの調理師さんの御努力によって毎日す

ばらしい食事が子供たちに提供されているとこ

ろ、これは大変ありがたく思っています。 

  ただ、長年にわたって調理従事者配置基準によ

って今進んでいるという状況は、これは変わら

ないわけで、この辺の中身の検討を今後してい

くということも必要なことかというふうに思っ

ています。やっぱり人の配置と、それから調理

場の装置等々の充実、これもやっぱりあわせて

これから検討が必要なのではないかというふう

に思っています。以上です。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 配置は、たしか厚生労働

省でしたか、多分決めている配置があって、け

れども、米沢市は米沢市でまた独自に決めてい

る部分があるはずだというふうに認識をしてい

ます。ですから、教育委員会の中できちんと相

談をしていただいて、現状を見たときに、本当

にこれでいいのかというふうなことを検討して

いただくということが何よりも大切なのかなと

いうふうに思いますので、改めてもう一回、教

育長、足を運んでみていただいていろいろ御検

討いただければいいかなというふうに思います。

よろしくお願いします。 

  次、「脱原発」再生可能エネルギーの推進につ

いてお尋ねいたします。 

  どうも市長の答弁がよくわからなかったんでし

たけれども、私もちょっと。山形県の中で、特

に今までは電力はどっちかというと東京任せと

いうか中央資本任せで、私たちは買う一方だっ

たわけです。電気代として全部東京とか中央資

本の中に電気代という形で行ってしまうと。そ
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れを地域で電力を発電することになれば、経済

的にも、中央資本に行っていた分、地域で循環

できて、ますます経済が活性化していくだろう

という視点がかなりあるようなんです。そうい

ったことを考えると、太陽光だけでなくてあら

ゆるものをエネルギー化していく。だから、今

農業用水ですとかいろいろ、それを県も進めて

いるわけですが、米沢市がやっぱりいち早く乗

っかって独自ででもいろいろやっていく。それ

が地域経済に大きな効果を生み出すというふう

に私は考えるんですけれども、その点の認識は

いかがなものですか。 

○佐藤 議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 議員おっしゃる趣旨は全

くそのとおりだというふうに私も思います。た

だ、県が進めているものは、要するに県がやっ

ているからということでなくて、県が進めてい

るこの今の事業については、全ての市町村が同

調しながら一緒に役割分担決めてやっている事

業でありますので、まず、大きな部分のところ

はやはり県のその流れの中に協力をしていくと

いうのが本来あるべき姿だろうというふうに思

います。 

  ２点目のほうで、再生可能エネルギーに市独自

でどういうふうなビジョンを持ってプログラム

をつくっていくんだというところがまさに今の

御質問の趣旨だというふうに思いますが、確か

に御指摘のとおり、今、太陽光、それから公共

施設についても太陽光、ペレットストーブが若

干ある、それから省エネという部分ではＬＥＤ

の照明、有機ＥＬ支援、こういった部分に今と

どまっているわけでありますが、５期の実施計

画の見直しがことしありますので、こうした中

でも、これから当面何に力を入れていくかとい

う部分についてもう一回整理をして検討してい

きたいと思っています。何か可能性を見つける

ような業務委託調査みたいな部分についても取

り込んでいければというふうに思っています。 

  総合計画も実は27年度で終わりですので、26年

度から本格的な見直しの作業入っていきますの

で、この再生可能エネルギーの部分についても

改めて項目を起こしながら、施策のメニュー展

開についても再度これは整理をして取りまとめ

をしていきたいと思っていますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） ぜひそんな形で地域循環

を、もっともっと経済が活性化する、その一助

になる大事業だというふうに思いますので、ぜ

ひ御検討をお願いしたいというふうに思います。 

  次に、生活保護基準の引き下げについてお伺い

をいたします。 

  私も事前にいろいろと勉強したつもりでしたけ

れども、生活保護基準額を目安としているのは、

就学援助金などいろいろ、介護保険利用料、障

害者自立支援法利用料減額、地方税の減免、公

共住宅家賃減免、国民健康保険料の減免などい

っぱいあると予想がされています。非課税だと

安く済んでいた負担がふえるものが、高額医療

費自己負担限度額、保険料、介護保険自己負担

額、障害者・障害児のサービス、難病患者の医

療費などなどというふうに、相当生活にかかわ

ってくる部分がかなり出てくるというふうに思

います。 

  現段階では今すぐ出る可能性は余りないよとい

う答弁だったように思いますけれども、２年後、

来年、再来年となってくるといろいろなものに

影響が出てくる可能性が非常にあると。その点

の認識についてはいかがなものですか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 他制度に生じる影響とい

うことでさまざまあるとおっしゃられた、議員

お述べのとおり、厚生労働省のほうからも私の

ほうにさまざま一覧表になっている資料は来て

いるんですけれども、これについて多分議員と

同じような中身かなというふうに思います。全
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く同じではないと思うんですけれども。ただ、

やはりこれを見ても、国のほうでも、方針と言

ってもこのような方向でとしか述べられており

ませんし、あるものによっては、私ども地方自

治体で決められるものはそちらのほうで考えて

くださいとかそういった表現。ただ、いずれに

しても８月から生活保護の引き下げが始まると

いうことで、まずはその影響をストレートにお

受けになる方に対して、私ども多分福祉サイド

だと思うんですけれども、その影響について激

減を緩和しなければならないのかなと今現在考

えているところです。 

  あわせて、大きく２年後というお話なんですけ

れども、そちらにつきましては、さまざま所管

のところに国なりから方針とか正確なものが流

れてくると思いますので、それを基本にして制

度の組み立てをしていただきたいなというふう

に考えます。 

  生活保護を所管する私どもとしては、直接流れ

てくるそういった資料については庁内のほうに

早目にお知らせして、それぞれの制度の中で、

制度的に困窮者対策このように変わるんだよと

いうところはお伝えしていかなければならない

というふうに考えております。 

○佐藤 議長 我妻德雄議員。 

○４番（我妻德雄議員） 保護世帯数も多分、数値

は言いませんけれども、相当ふえてきていると

いうこともありますから、ぜひ早い段階でお知

らせをいただくということと、あわせてやっぱ

り激変緩和、非課税世帯などについていろいろ

勉強していただいて、早い段階で激変緩和策み

たいなのを少し支援が講じられることがあれば

講じていただければなというふうに、この点に

ついては要望しておきます。よろしくお願いし

ます。 

  もう１点だけ。雇用創出と産業の振興について、

当局にはかなりいろいろと数値をお願いをして

かなり御苦労されて調べていただいたのかなと

いうふうに思います。本当にありがとうござい

ます。数値を聞かせていただいてちょっと残念

だったのは、少し年額で年収なども調べていた

だくともう少し比較がしやすいのかなというふ

うに考えたところでした。 

  先ほど壇上で申しましたけれども、全国の平均

民間賃金は409万円でしたけれども、私の資料で、

2011年、山形県の平均給料は363万2,000円でご

ざいました。ですから、50万円ほど山形県内は

安いという中身であって、そういう中身で雇用

創出をして、どうやって景気をよくしていくの

か。雇用を確保していくのか。 

  先ほどちょっと言っていただいたところ、非正

規労働者の数が７割と３割になっているよと。

賃金についてもいろいろお話をいただいたんで

すが、昔の認識でというか、一昔前ですと、非

正規で働く人たちは女性の方ですとか、ちょっ

とアルバイトする大学生とかそういうイメージ

で私たちおったわけですが、今はそれが生活の

糧になっているのが今の実態だというふうに思

います。かなりの人の部分で非正規で働かざる

を得ないという状況になっている方がいっぱい

いらっしゃるというふうに思います。そういっ

た人たちが、いつまでも結婚できないとか、子

育てがうまくいかないとか。その婚活なども通

告していませんから余り言いませんけれども、

いろいろ事業をやっていますよね。でも実績と

してはほとんど上がってきていない。その裏に

は、やっぱり収入が不足して、生活が不安定で、

結婚に踏み切れないという実態があるのではな

いのかなというふうに私は思いますけれども、

その点、把握していらっしゃれば少し教えてい

ただければなと思います。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 直接お答えになるかどうかで

すが、私も就職面談会に行って時々見てみます

と、非常に若い人から中高年まで就職を求めて

いる人がいらっしゃいます。見ますと、本当に
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仕事が欲しいという人は一生懸命回るんですね。

仕事が欲しいんだけれども、そういう人は余り

職場のほうに行かなくて、ただ全体の計画を聞

いているだけというふうなことがありまして、

ミスマッチというのはやっぱりそういうところ

からも起こってくるんだと思いますけれども、

なかなか仕事があっても、意欲といいますか、

働く意欲、そういう人がパーセンテージを高め

ている状況もあるようであります。お答えにな

っていないと思いますが。 

○佐藤 議長 以上で市政クラブ代表４番我妻德

雄議員の代表質問を終了し、暫時休憩いたしま

す。 

 

午後 ２時３１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時４１分 開  議 

 

○佐藤 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにし

たいと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○佐藤 議長 御異議なしと認めます。よって、

本日の会議を日程終了まで時間を延長すること

に決まりました。 

  次に進みます。 

  自民クラブ代表、11番遠藤正人議員。 

  〔１１番遠藤正人議員登壇〕（拍手） 

○１１番（遠藤正人議員） 自民クラブの遠藤正人

でございます。 

  このたびの代表質問は大きく６項目、老齢介護

について、市道整備計画について、ふれあい動

物園について、発達障がい者支援について、オ

フィス・アルカディアのサイエンスパーク構想

について、冬の米沢における安全・安心の市民

生活について質問をさせていただきます。 

  さて、昨年の12月には、鳴り物入りで政権につ

いた３年間の民主党政権が倒れ、圧倒的な支持

を獲得して自由民主党が政権の座に返り咲きま

した。新年度予算成立前に株価が上がり始め、

また日本のものづくりに悪影響を与えてきた円

高が円安へと徐々に変化してきました。 

  そんな中で、３年後、５年後に私たちが愛する

美しい郷土米沢市が今よりも少しでもよきまち

になりますようにと質問させていただきます。

将来の米沢市が住みよいまちになりますように

訴えますので、真摯な前向きな御回答を御期待

申し上げます。 

  まず、先ごろ行われました民生常任委員会で、

平成25年度からは保育所の待機者が解消される

ということが報告なされました。この点につい

ては大変喜ばしいことであります。 

  さて、老齢介護については万全でしょうか。誰

もが介護を受けたいなどとは思っておりません。

ピンピンころりでありたいのであります。しか

しながら、今や、農村集落などの崩壊もあって

でしょうか、３世代同居世帯は年々減少してい

ることもあり、みとり介護は共助、公助が必要

であると考えます。そこでお伺いいたします。 

  現在、本市における特別養護老人ホームの待機

者数はどれくらいでしょうか。また、本市にお

ける特別養護老人ホームの待機者対策はどのよ

うになっておりますか。そして、今後さらなる

超高齢化社会に進む状況で、特別養護老人ホー

ムの増床の必要性を痛切に感じますが、この点

について、安部三十郎市長はどのように考えて

おられるかお尋ねいたします。 

  次に、市道整備計画についてであります。 

  コンパクトシティ、そして町なかの活性化を図

るためには道路の整備が不可欠です。米沢は城

下町の名残から道路が狭く、そのため雪国には

雪対策向きの道路計画があってもよいと思いま
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す。そこで、町なかにおける都市計画道路の整

備の進捗状況についてお聞きします。 

  平成29年度には東北中央自動車道が完成予定で

す。都市計画道路万世橋成島線の延長上の米沢

インターチェンジから山形大学工学部前の交差

点間の今後の建設の見通しはどうなっているの

でしょうか、お尋ねいたします。 

  一方、昨年12月には長手トンネルが完成し、万

世竹井線を通る自動車の台数も大分ふえている

ようです。本市は国・県に対し重要要望事項に

米高線の４車線化を上げておられますが、区間

が羽黒橋から第七中学校前交差点までとなって

おり、竹井橋交差点まで延ばすべきと考えます

が、いかがでしょうか。 

  そして、ことし２月には米高線と万世竹井線の

交差点から八幡原工業団地間の早期整備の要望

書が地元より本市に対して提出されております。

県道米高線から八幡原工業団地間が未整備であ

るため、児童生徒の通学時には父兄の方々が毎

日付き添っているのが現実であります。そこで、

この区間について、都市計画に基づいた歩道つ

き４車線の着工を要望いたします。また、沿線

には、現在、虫食い状態に５社から６社の企業

が張りついておりますが、道路が完成した暁に

は沿線の農振を除外して準工業団地の指定とし

ていただきたいと考えますが、いかがでしょう

か。 

  さらにまた、土地改良の進展により農道を生活

道路にしている住宅があります。今では何年と

敷砂利を敷いていただいておりますが、雪国で

は舗装道路が不可欠です。市道認定の内部規定

の緩和や私道舗装の半額助成の規定の見直しが

必要と思われますが、市当局のお考えをお聞か

せください。 

  次に、今や全国での自殺者が３万人と言われて

おります。交通事故死よりも多くなっておりま

す。また一方、児童生徒の不登校といった心の

悩みなどを解決する情緒教育は、自然や動物に

触れ合うことが大切かと思われます。どちらも

心の問題であります。半世紀前の農家には、家

畜と称して牛、馬を初めヤギ、羊、豚、ウサギ

などが自給自足のために飼われておりました。

しかしながら、今はペットとして猫や犬が飼わ

れるようになりましたが、しかし、一般家庭で

家畜までを飼うことはなかなか大変です。そこ

で、心と情緒教育の観点からお尋ねいたします。 

  現在の成島ワクワクランドにおける移動式臨時

のふれあい動物園の評価はどうかを教えていた

だきたいと思います。また、将来において、冬

期間も触れ合うことができるミニ動物園舎建設

の考えはあるのかお聞かせください。 

  次に、本市の発達障がい者、発達障がい児支援

についてお聞きいたします。 

  発達障がいとは、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障

がい）やＬＤ（学習障がい）やアスペルガー症

候群や高機能自閉症などを示しますが、外見か

らは障がいがあるようには見えず、知的なおく

れを伴わないので、学校の先生の指導がきちん

と伝わらず、問題を起こしたり、同級生との間

でささいなことでトラブルになるなど、学校生

活に問題を抱える子供が見受けられます。 

  知的なおくれがないために本人の努力不足や親

のしつけの問題にされがちですが、脳の機能に

問題があるために起きる障がいです。うつや不

登校などの二次的障がいを起こしやすいので、

早期発見と適切な診断、学校や家庭での配慮が

必要とされています。子供が小さいときはトラ

ブルが多いのですが、自分が発達障がいである

ことを自覚し、訓練を重ねていくことで問題行

動は少なくなりますし、社会的に適応していけ

るようになります。 

  そこで、本市の発達障がい児支援の現状につい

てお聞きします。まず、本市の小・中学校生に

何人の発達障がい児がおられますか。そして、

就学前健診で発達障がい児はどのように発見さ

れているのでしょうか。また、自分の子供に発
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達障がいが疑われるような場合、相談に行きた

いと思った人はどこに行ったらいいのでしょう

か。相談窓口はどこで、何カ所あるのでしょう

か。そして、相談窓口では発達障がいに関する

知識を持った専門職員が何人いらっしゃるので

しょうか、お尋ねいたします。 

  発達障がいが疑われるとなった場合、専門の相

談をする場合には上山市にあります山形県立総

合療育訓練センターしかないのでしょうか。そ

こで、米沢市内にも専門職を置いた支援センタ

ーをつくるべきではないでしょうか。 

  先ごろ「米沢市障がい者計画（改定版）」に関

するパブリックコメントが行われましたが、市

民からの意見の中には、「発達障がいの子を抱

えた親や家族がみずから出向いて情報を得るの

は大変です。特に、障がいの診断前や診断直後

の親は心理的にも不安定で、一番支援が必要な

ときに必要な情報や支援が受けられないことが

多いです」、また「こちらから尋ねないと教え

ない。市報に載せて公民館やコミセンで閲覧で

きるようにしておけばよいという現行の情報の

出し方には問題が多いと感じています」との意

見などがありましたが、障がいを持つ方もその

家族も支援をしていく体制づくりが大事なので

はないでしょうか。情報がきちんと伝わるよう

な支援体制が必要です。また、一般の人にも発

達障がいとは何かという理解が足りないように

思います。理解を増すためにも啓蒙活動も大切

です。 

  それらの活動の中心となる専門職を置いた支援

センターをつくるべきではないでしょうか。 

  そしてまた、学校間での連携についてもお聞き

いたします。 

  幼稚園、保育園から小学校に進学したときの情

報の共有や連携は行われているのでしょうか。

発達障がいや発達障がい児に関する先生方の認

識は十分でしょうか。 

  就学後の発達障がいが疑われる児童に対して、

どのような支援を行っているでしょうか。また、

そのような児童が在籍しているクラスでの先生

の負担はいかがでしょうか。先生の負担も大き

くなってくると思われますが、先生への支援は

行っているのでしょうか、お尋ねいたします。 

  次に、オフィス・アルカディアのサイエンスパ

ーク構想について質問いたします。 

  現在、オフィス・アルカディアでは、有機エレ

クトロニクス関連のものづくりイノベーション

事業が始まっております。また、本市にキャン

パスを持ちます山形大学工学部では、結城学長

の強いリーダーシップのもと、日進月歩のもの

づくりイノベーション事業に向けた研究がなさ

れております。 

  そこでお尋ねいたします。現在のオフィス・ア

ルカディアの企業などの進出の進捗状況をお聞

かせください。 

  将来の米沢の発展の鍵は、「地域資源の開発」

によると私どもは考えます。それでは、地域資

源とは何かと考えますと、たくさんある中で山

形大学工学部は最大の地域資源であると考えま

す。ここを最大限に生かさなければもったいな

いのであります。特にリチウム電池関連はどん

どん製品化に向けて研究が進んでおります。も

ちろん山形大学工学部では、大手企業の現場で

製品の開発において事業化に実績のあった優秀

な研究者の方々を教授陣として招聘し、山形県

からのものづくりのイノベーションに取り組ん

でいるところであります。 

  そこでお尋ねいたします。山形大学工学部との

産学官の連携の状況はいかがであるかお聞かせ

ください。 

  そして、ものづくりのイノベーションはタイム

リーな事業推進が必要であると考えます。そし

てまた、大学だけでも困難であります。そのた

め、リーディング的に米沢市がサイエンスパー

ク構想計画を立ち上げ、オフィス・アルカディ

アをサイエンスパーク化できないものかお尋ね
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いたします。 

  次に、冬の米沢における安全・安心の市民生活

についてお聞きいたします。 

  今冬は３年連続の大雪であります。多くの市民

の皆様は連日の雪片づけでお疲れのことと思い

ます。しかしながら、とても残念なことに、雪

片づけ作業中におきまして死亡事故が連続して

起きました。お亡くなりになられた方々、そし

て御遺族には衷心よりお悔やみを申し上げます。 

  そこで、今後ますます超高齢社会が進む中で、

市民の皆様が安心して、そして安全な生活がで

きるように今までの政策からだんだんと大きく

かじを切り返していかなければならないと考え

ます。特に、米沢の冬をできるだけ快適にして

いく施策を広報ＰＲしなければならないと思い

ます。行政は、市民の皆様の困ったことに対し

いかに対処していくか。そのためには現場の状

況把握が大切であり、机上ではなく市民の皆様

の行政ニーズを把握しなければならないと思い

ます。 

  そこでお尋ねいたします。今冬の市民生活を市

当局はどのように捉えておられるかお聞きいた

します。 

  今冬は３年連続の大雪であります。通常、毎年

秋には冬に向けた除雪計画が出されます。豪雪

地域の米沢においては雪対策は欠かせませんが、

長年住み続ける者にとりましては、冬は我慢の

季節と考えていらっしゃる方もおられるでしょ

う。しかし、５年後には米沢～福島間に高速道

路ができます。つまり、高速道路が開通すれば

交流人口が増加するような施策をどんどん打ち

出さなければなりません。しかしながら、雪の

降らない地域の方々の口では、冬の雪道は車の

運転が怖いとお聞きいたします。そうしますと、

長年の除雪計画のままではなく発展的に改定し

ていくべきでないかと考えますが、どうでしょ

うか。３年連続の大雪であれば、その降雪記録

といいますか、経験、実績から何か効果的な雪

対策の技術的なところを発展的に工夫しなけれ

ばならないと思いますが、どうでしょうか。 

  先ほどオフィス・アルカディアのサイエンスパ

ーク化の訴えをいたしましたが、この誘致のた

めにも後押しをする、そして県外からの交流人

口をふやすためにも冬期間４カ月間の道路除雪

のレベルアップを図るべきだと思いますが、い

かがでしょうか。 

  一方、冬の雪対策のうち、特に家屋や屋敷内の

除雪の安全確保についてでありますが、ことし

１月にやまがたゆきみらい推進機構と山形県は、

安全な除排雪につながる家づくりの知恵などを

まとめた「雪国の住まいハンドブック」を作成

しました。そのコンパクトな冊子が5,000部用意

され、各自治体にも配られました。内容的にも

とても参考になるものでした。しかしながら、

市民の皆様全世帯までにはもちろん配布されて

おりません。そこで、その冊子を活用させてい

ただいて、市民の皆様に家屋や屋敷内除雪の安

全確保について何か広報ＰＲできないものでし

ょうか、お尋ねいたします。 

  さらに、次に、高齢世帯の雪対策です。基本的

には自助・共助・公助の中でどのようにしてい

くかなのでありますが、今後ますますの超高齢

化社会に向けて、当局の縦割りの部署ごとの雪

対策だけではなく、各部署が共通の課題に対処

する対応が必要ではないでしょうか。問題や課

題の対処方法といたしまして、分野の違う部署

がお互いにペアとなって物事に当たれば、結果、

議論の中で視野が広がり、何か効果的な対応策

が生まれるような気がいたします。いかがでし

ょうか。 

  以上、６項目についてお尋ねいたしました。 

  終わりに、安部三十郎市長に対しまして一言申

し上げたいのでありますが、リーダーとしての

最も大切な資質は、事業に対する情熱であると

いうことです。ちなみに、私たち議員も使命感

を持って市民の皆様のために仕事をさせていた



- 64 - 

だかなければなりません。そのためにも前向き

な御回答をお願いいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。 

○佐藤 議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの遠藤正人議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、町なかにおける都市計画道路整備の

進捗状況について、発達障がい児支援について、

オフィス・アルカディアのサイエンスパーク構

想についてお答えをいたします。その他につき

ましては、部長よりお答えをします。 

  初めに、都市計画道路万世橋成島線の米沢イン

ターから山形大学工学部前の交差点間の今後の

見通しについてでありますが、都市計画道路万

世橋成島線は、市街地環状線としての中心市街

地の交通処理を円滑にする主要幹線道路である

とともに、市街地南部から（仮称）米沢インタ

ーチェンジへアクセスすることにより、東北中

央自動車道の整備効果を高める重要な路線であ

ることから、本市の重要事業に位置づけ、その

整備促進と早期着工について、毎年、国及び県

に要望しているところであります。 

  万世町片子地内の国道13号から市道東大通三丁

目片子線までの約500メートル間は、一般県道米

沢環状線の暫定２車線路線として昨年12月まで

に供用され、新たなネットワークが形成されま

した。 

  また、都市計画道路万世橋成島線の未整備区間

の事業化については、事業主体である県にお聞

きしましたところ、財政的な課題があり、現時

点では事業化の見通しがつかないということで

ありました。本市としましては、東北中央自動

車道へのアクセスとして重要な路線であります

ので、このことを踏まえて、引き続き未整備区

間の事業促進と早期着工を強く要望してまいり

たいと考えております。 

  続いて、発達障がい者及び発達障がい児への支

援についてお答えします。 

  発達について心配されている方の相談窓口とし

て、現在は、就学前は健康課及びこども課、学

齢期は教育委員会、青年期以降では社会福祉課

がそれぞれの業務の中で相談に応じております。

平成25年度は社会福祉課に「障がい者支援室」

を設置し、発達障がい等に対する相談窓口の統

合を図り、より相談しやすい体制を整備いたし

ます。また、これまで以上に他の関係機関との

連携を密にすることが必要と考えます。外部の

相談機関といたしましては、米沢市立ひまわり

学園や置賜保健所、本市で相談業務の委託をし

ている２カ所の障がい者相談支援事業所、具体

的には「あずさ」「すてっぷ」でありますが、

これらでもさまざまな相談に対応しております。 

  相談窓口での専門職員につきましては、健康課

には母子保健担当保健師が６名、社会福祉課に

は保健師２名と社会福祉士１名、こども課には

保育士１名が配置されております。 

  山形県立総合療育訓練センターは上山市と鶴岡

市に設置されていますが、「発達障がい者支援

センター」は上山市の総合療育訓練センター内

にのみ設置されております。このセンターは県

内唯一の専門機関となっており、子供から大人

まで相談の対象となります。このセンターでは、

医療機関や児童相談所、知的障害者更生相談所

との連携を図りながら、日常生活でのさまざま

な相談への対応や、家庭での療育方法について

のアドバイス、知的発達や生活スキルに関する

発達検査や、発達障がい者の特性に応じた教育

や支援の具体的な方法についての支援計画の作

成や助言等を行っております。また、就労を希

望する人には、ハローワークや障害者職業セン

ターと連携し、就業適正に関する助言や環境整

備等も行っております。 

  本市におきましては、さきに述べましたように、

来年度から社会福祉課の「障がい者支援室」で
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発達障がいに関しての相談を行いますので、関

係機関との連携を図りながらよりよい支援を行

ってまいりたいと思います。 

  本市における発達障がい児に関する支援として

は、幼児を対象に米沢市立ひまわり学園で相談

や集団指導を行っております。また、健康課で

は、５歳児の発達について心配されている方を

対象にした５歳児発達相談や、保育園・幼稚園

等巡回相談を実施しております。置賜保健所に

おいても、子供の発育発達等の問題から育児不

安を抱える母親に対する子育て支援相談を実施

しております。 

  今後の方向としましては、児童福祉法等の改正

により、平成27年度までに、置賜管内もしくは

米沢市内の児童福祉施設に、発達障がいばかり

でなく身体障がい、知的障がいも含めた「児童

発達支援センター」を整備し、現行の通所サー

ビス以外に、家庭の相談、障がい児を預かる施

設への援助・助言等の地域支援を行う予定です

ので、内容の充実については今後検討を重ねて

まいりたいと思います。 

  また、総合療育訓練センターを、鶴岡、上山だ

けでなく置賜にも設置してもらいたい旨を県に

正式要望していることもつけ加えさせていただ

きたいと思います。 

  発達障がいに関する情報の周知としては、健康

課では、１歳８カ月児健診や３歳児健診、５歳

児発達相談のときにパンフレットを配布してお

ります。このパンフレットには、各年齢に相応

した発達の目安、育児や遊び方のポイント、言

葉の発達について、発達障がいとはどういう状

態かなどをわかりやすく記載しております。 

  また、社会福祉課では、障がいを持たれた方へ

福祉サービスを記載した「障がい（児）者の福

祉ガイド」を作成し、各種手帳の交付の際や来

所相談された方にも配布しております。このガ

イドの内容は本市のホームページにもアップを

しております。 

  発達障がいのある方、またはその可能性がある

方のニーズや支援方法は、その特性上、一人一

人異なり一律にまとめられるものではありませ

んが、一人一人に適した情報を提供するために

も今後とも相談支援の充実を図っていかなけれ

ばならないと思っております。 

  続いて、オフィス・アルカディア関連について

お答えをいたします。 

  初めに、オフィス・アルカディアの進捗状況に

ついてお答えします。 

  平成12年の分譲開始以来、バブル崩壊、リーマ

ンショックなどの影響により経済的には厳しい

状況が続きましたが、平成22年に株式会社丸定

の立地、翌23年度に山形大学工学部の有機エレ

クトロニクスイノベーションセンター、さらに

24年度には同じく山形大学の蓄電デバイス開発

研究センターの立地が決まりました。分譲開始

時点での面積は25.9ヘクタールでありましたが、

現時点では9.5ヘクタールの利用が決まり、その

利用率は現在で36.6％となっております。 

  次に、産学官の連携状況についてお答えします。 

  産学官の連携を図るべく米沢市産業創出協議会

が組織されておりますが、これは本市の次世代

産業の創出を図り雇用につなげることを目的と

しております。その内容を分野別に分けますと、

自動車関連分野、環境エネルギー・有機ＥＬ分

野、６次産業分野、若手経営者や起業家支援の

人材育成分野の４分野となります。 

  また、人事交流の面からは山形大学工学部から

本市へ先生に参与として派遣をしていただき、

産業振興や企業誘致関連のほか市政全般にわた

り専門的な知見を提供していただいております。

一方、本市からも山形大学国際事業研究センタ

ーに連携推進研究員として職員を１名派遣して

おりますので、情報の共有や課題解決への連携

協力が図られてきているものと考えております。 

  これらのほかにも、山形大学有機エレクトロニ

クスイノベーションセンターや蓄電デバイス研
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究開発センターのオフィス・アルカディアへの

建設に当たっては、本市が土地の無償貸し付け

等を行っております。 

  次に、オフィス・アルカディアのサイエンスパ

ーク構想についてお答えいたします。 

  大学で行われる基礎研究に続き、オフィス・ア

ルカディアではその研究成果を生かして事業化、

製品化に向けての技術開発が行われます。これ

は大学単独が行うのではなくて、多くの企業と

共同で製品開発からビジネス創造までを手がけ

ることになります。すなわち、ビジネス化の施

設として大学、市、企業が一体となり、産学官

の連携をフルに活用する体制が整えられるとい

うことであります。 

  これを契機として、既に山大と研究を進めてお

ります市内外の企業、さらに有機エレクトロニ

クスイノベーションセンター、蓄電デバイス研

究センターに関連する企業に対しオフィス・ア

ルカディアへの立地を促し、その集積を目指し

てまいります。 

  サイエンスパークについては、まず山大に明確

な構想があった上でということになると考えて

おりますが、数年前に石川県白山市の石川ソフ

トリサーチパークを見てまいりました。このパ

ークは米沢市のオフィス・アルカディアに先行

して造成された企業団地でしたが、面積の約半

分は近くの金沢工業大学の第二キャンパスとな

っており、さまざまな先端産業の研究施設が立

地しておりました。米沢のオフィス・アルカデ

ィアでも将来そのような姿になることも夢では

ないという感想を持った次第であります。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 私からは、老齢介護につ

いて、ふれあい動物園について、冬の米沢にお

ける安全・安心の市民生活についてのうち、高

齢者世帯の雪対策についてお答えいたします。 

  まず、老齢介護についてであります。 

  平成24年９月末現在での特別養護老人ホームへ

の入所申し込み状況は、入所申込者数490人で、

その内訳は在宅者234人、ほかの施設などに入所

している方からの申し込みが256人です。在宅者

234人のうち要介護度１及び２の方が75名で、将

来重度化することに備えての申し込みとなって

いるようです。平成23年６月の申込者数は436人

で、そのうち在宅者数は161人でしたので、特別

養護老人ホームの待機者は73人ということでふ

えております。 

  次に、特別養護老人ホームの待機者対策でござ

いますが、本市では、在宅で生活が困難になっ

た高齢者のセーフティネットとして、施設・居

住系サービスの整備を進めてまいりました。他

の市町村に比べても整備は進んでいる状況では

ありますが、さらに昨年４月には介護老人福祉

施設の整備を行い、60床の増床を進めてきたと

ころであります。 

  また、平成24年から平成26年までの第５期介護

保険事業計画の策定に当たりまして、高齢者の

介護保険及び保健福祉施策などに関する意識と

生活実態などを把握するためにアンケート調査

を実施いたしました。このアンケートでは、

「今後体が弱くなったり、判断力が不十分にな

ったとき、どこで生活をしたいですか」との問

いに対して、64.9％の人が「住みなれた家で暮

らしたい」と回答しており、「施設で暮らした

い」と回答した人は16.5％でした。施設サービ

スより在宅サービスを希望している人が多いと

いう結果でありました。 

  また、介護保険法第２条第４項では、「被保険

者が要介護状態になった場合においても、可能

な限り、その居宅において、その有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に配慮されなければならない」と規定しており

ます。この規定に基づき、国は在宅で介護サー

ビスを受けることができる施策を展開しており
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ます。 

  このように市民アンケートの結果、介護保険制

度の趣旨そして国の施策展開の方向性などから、

特別養護老人ホームの待機者対策としては、デ

イサービス、ショートステイ、訪問介護、通所

リハビリテーションなどの在宅サービスの充実、

そして高齢者が中重度の要介護状態となっても、

可能な限り住みなれた自宅または地域で生活を

継続できるようにする地域密着型サービスの充

実を図ってまいりたいと考えております。 

  特に地域密着型サービスの一つである小規模多

機能型居宅介護は、居宅で、またはサービスの

拠点への通所や宿泊により、入浴、排泄、食事

などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生

活相談・助言、そして健康状態の確認などの日

常生活上の世話、機能訓練などを行い、能力に

応じて自宅で自立した日常生活を営むことがで

きるようにするものであります。利用者の状況

や希望に応じ随時訪問や宿泊を組み合わせてサ

ービスを提供することで、居宅における生活の

継続を支援するものであります。例えば、家族

が仕事で介護できない月曜日から金曜日までは

利用者は施設に宿泊し、土曜日そして日曜日は

自宅に帰りヘルパーサービスを受けながら家族

とともに過ごすことができるサービスでありま

す。第５期計画では、未設置の生活圏域ごとに

１カ所の整備を目標として、計画期間中に３カ

所の整備を行いたいと考えております。 

  また、平成25年度からは、低所得者が小規模多

機能型居宅介護を利用しやすくするために負担

軽減に係る予算を計上しております。従来から

も介護保険事業利用者負担軽減事業を実施して

おりましたが、平成25年度より対象サービスを

拡大し、小規模多機能型居宅介護についても、

保険料段階に応じて利用者負担の３分の１もし

くは２分の１の額を本市の単独事業として支援

していこうとするものであります。 

  特別養護老人ホームの待機者につきましては、

小規模多機能型居宅介護の整備と低所得者の利

用料軽減事業で対応してまいりたいと考えてお

ります。 

  そして、特別養護老人ホームの増設計画につき

ましては、先ほどの市民アンケートの結果など

から、可能な限り住みなれた自宅、そして地域

で生活を継続していけるようにするために、第

５期計画に基づき、特別養護老人ホームの増床

整備は行わず、小規模多機能型居宅介護などの

地域密着型サービスの充実により対応を図って

まいりたいと考えておりますので、御理解を賜

りたいと思います。 

  次に、ふれあい動物園についてであります。 

  米沢市成島ふれあい動物園は、生活様式の変化

から野外で動物と触れ合う機会が少なく、また

住宅事情によりペットを飼うことが難しい家庭

も増加している中で、児童を対象に、動物との

触れ合いを通して命のとうとさを学び、情緒豊

かな心を醸成することを目的に、成島ワクワク

ランドを会場として開催されているものであり

ます。 

  この米沢市成島ふれあい動物園は、平成18年度

から毎年５月から10月までおおむね年間25回開

催しており、平成24年度までの７年間で開催日

数が173日、延べ入場者数11万6,547人でありま

したことから、１日当たり入場者数は674人とな

っております。これに対しまして、ふれあい動

物園が開催されていない休日などの１日当たり

入場者数は558人となっておりまして、動物園開

催日の入場者数が約120人、率にして20％ほど多

い状況であります。このことから、ふれあい動

物園の開催目的は十分に達成されているものと

評価しております。 

  次に、ミニ動物園舎の建設でありますが、ふれ

あい動物園の開設に当たりまして、常設形式と

現行行われておりますイベント形式について比

較検討を行っております。その中で、常設形式

とした場合、近隣住宅への鳴き声や悪臭などの
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問題、動物の健康状態やふん尿処理の問題、施

設建設の問題、管理人などを含む維持管理の問

題など解決すべき課題が多岐にわたることから、

イベント形式による開催としたものであります。

現在もこの状況には変化がございませんので、

ミニ動物園舎の建設計画は持ち合わせていない

ところであります。 

  ふれあい動物園の運営につきましては、受託者

の創意工夫を加えた運営が毎年なされておりま

す。しかし、今後は、さらに事業効果を高める

ための内容の見直しも必要ではないかと考えて

おりますので、この検討の際には冬期間の開催

も含めて検討を行いたいと思っております。 

  最後に、高齢者世帯の雪対策についてお答え申

し上げます。 

  本市では、高齢者世帯の雪対策として、高齢者

等除雪援助員派遣事業と高齢者等雪下ろし援助

員派遣事業の２つの事業を行っております。 

  １つ目の除雪援助員派遣事業につきましては、

65歳以上の高齢者などが冬期間においても支障

なく自立した生活が営めるよう除雪援助員を派

遣するもので、年、最高10回までの派遣となっ

ており、状況によりまして、特に押雪軽減など、

土木課などと連携しながら事業を行っていると

ころであります。 

  ２つ目の雪下ろし援助員派遣事業につきまして

は、自力で雪おろしができない65歳以上の高齢

者に対し、12月から３月までの間に年３回、雪

下ろし援助員を派遣するもので、１回当たりの

公費負担の金額は9,000円以内となっております。

なお、山間部につきましては、４回までの派遣

としているところです。 

  この事業につきましては、近年、豪雪が続き、

高齢者の方が生活に支障を来たさないよう、今

年度から回数を２回の地区は３回へ、３回の地

区は４回へと、このようにふやしております。 

  また、担当する高齢福祉課以外の部署からの照

会があれば状況を確認するなど、実情に合わせ

た対応を行っているところでもございます。 

  また、今年度は大雪で豪雪対策本部が設置され

ましたことから、雪おろしにつきましては１回、

除雪援助につきましても２回の支援拡大を図っ

たところであります。今後も降雪の状況に合わ

せ必要な支援を行ってまいりたいと考えており

ます。 

  そのほか、降雪時期になりますと不安になる高

齢者の方もふえ、相談する相手などが必要にな

る方もおられますので、事業の内容は異なりま

すが、ひとり暮らしなどで生活する高齢者の安

全を確保し、高齢者が安心して、その人らしく

暮らせる地域をつくるための「高齢者見守り支

援事業」で高齢者の不安解消につなげてまいり

たいと考えております。 

  最後に、今後とも高齢者などの状況を聞き取り

するなどの把握を行いながら、地域包括支援セ

ンター職員の訪問など必要な支援を行ってまい

りたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

  〔唐澤一義建設部長登壇〕 

○唐澤一義建設部長 私からは、市道整備計画につ

いての（２）の御質問のうちの米沢高畠線の４

車線整備と都市計画道路万世竹井線の整備につ

いて、（３）の御質問のうちの私道舗装基準の

見直しと市道認定内部規定の緩和についてと、

冬の米沢における安全・安心の市民生活につい

ての（２）道路除雪についてにお答えします。 

  初めに、主要地方道米沢高畠線の４車線化につ

いてでありますが、本市重要事業要望区間とし

ては、県との協議において、国道13号から一般

県道万世窪田線までの区間についてまずは整備

計画のテーブルに上げるべく調整をしてきたと

ころでありますので、さらに竹井橋交差点まで

延ばすことについては、今後高速道路や本路線

の整備状況を見据えて検討してまいりたいと考

えております。 
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  次に、都市計画道路万世竹井線の八幡原工業団

地から主要地方道米沢高畠線までの４車線整備

の見通しでありますが、平成22年度に実施しま

した交通量調査では、木和田橋南側の観測地点

で12時間交通量が5,357台であり、昨年12月に主

要地方道米沢高畠線の長手バイパスが完成し供

用したことから、交通量も多少増加してきてい

ると受けとめておりますが、現時点では４車線

化の必要性は厳しいものと考えているところで

あります。 

  ４車線整備については、平成29年度の完成予定

の東北中央自動車道や主要地方道米沢高畠線へ

アクセスする（仮称）米沢中央インターチェン

ジの設置による交通の流れや交通量などの状況

を見ながら検討していく必要があると考えてお

ります。 

  先ごろ木和田地区の関係者の方々から都市計画

道路万世竹井線の早期完成の要望がなされたと

ころでありますが、４車線の整備ではなく、当

面は市道の局部改良、カーブを緩くし歩道を設

置するなどを行っていくことができないか検討

していきたいと考えております。いずれにしま

しても本市まちづくり総合計画に組み入れ、年

次計画で進めていくことになります。 

  次に、私道舗装基準の見直しについてでありま

すが、現在、米沢市私道舗装等整備事業費補助

金交付要綱に基づき、私道の舗装工事等に要し

た経費の２分の１を上限として補助金を交付し

ているところであります。米沢市私道舗装等整

備事業費補助金交付要綱の主な基準を申し上げ

ますと、沿道に３戸以上の家屋があること、幅

員が1.8メートル以上であること、延長がおおむ

ね35メートル以上であることなどの条件があり

ますが、現時点では、できるだけ多くの方が享

受できるようにと考えておりますので、この基

準の見直しについては考えていないところであ

ります。 

  次に、市道認定内部規定の緩和についてであり

ますが、米沢市市道認定基準に関する要綱は、

不特定多数の人が利用する道路であることを前

提に定めております。不特定多数の人の利用に

ついて、内部規定では道路沿線に３戸以上の生

活の実態があることとしておりますが、道路の

沿線に家屋が３戸なくても、起終点が国道、県

道及び市道のいずれかに連絡している通り抜け

可能な道路で、実際に通勤通学等で地域内外か

らの多くの利用があり、さらにその地域で交通

及び生活上重要であり、なおかつアクセスする

上で道路のネットワークが図られていると認め

られる場合は、米沢市市道認定基準に関する要

綱の基本的認定条件の一つである「不特定多数

の人の利用がある」と解し、市道として認定す

ることができることとしています。 

  生活道路として使われている農道なども基準に

該当すれば市道として認定できますので、現時

点では、内部基準の見直しは考えていないとこ

ろであります。 

  次に、道路除雪についてでありますが、25日の

豪雪対策本部の設置を受け、現在、道路パトロ

ールを強化し、道路交通網の確保と通学路の安

全確保等に全力を挙げているところであります。

今冬で３年連続の大雪に見舞われ、国、県、市

それぞれの道路管理者が連携を図り、安全で安

心な市民生活を確保することはもとより、企業

活動や商業活動に支障を来さないよう、スピー

ド感を持って道路除雪に当たっているところで

あります。 

  本市にとって雪がマイナスとなり、本市の企業

誘致に影響を来さないよう今後も万全を期して、

特に道路除雪の改善等について工夫しながら取

り組んでいく考えであります。 

  私からは以上であります。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

  〔小川正昭産業部長登壇〕 

○小川正昭産業部長 私からは、工業団地計画につ

いてと、認定市道以外の生活道の舗装計画のう
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ち農道の舗装整備についてお答えいたします。 

  まず、市道万世竹井線の４車線整備とあわせて

沿線に新たな工業団地を造成し、製造業事業所

の誘致の受け皿として土地の高度利用を図るべ

きではないかとの御質問でありますが、工業団

地の造成につきましては、膨大な投資が必要で

あり、今後の経済の見通しを踏まえ、実施主体

を初めとして用地売却の見込みなどを慎重に計

画する必要があります。 

  昨年12月市議会において佐藤忠次議員の一般質

問にもお答えいたしましたが、現在、本市には

未分譲の区画が八幡原中核工業団地に９区画約

15.5ヘクタール、オフィス・アルカディア団地

に33区画約16.4ヘクタールがございますので、

これら既存の用地の分譲を優先すべきであると

考えております。 

  こうした本市の工業団地の現状と現在の製造業

を取り巻く経済環境を鑑みれば、現時点では、

準工業団地の指定でありますとか新たな工業団

地の造成は考えておりませんが、今後の経済環

境の変化等に応じ、長期的なまちづくりの視点

に立って判断すべきものと考えておりますので、

御理解をお願いしたいと思います。 

  次に、農道の舗装整備についてお答えいたしま

す。 

  現在市で管理している農道は、圃場整備事業や

広域的な農道整備事業等で整備されたものであ

り、「基幹農道」に位置づけしております。未

舗装の市管理農道につきましては、通行量や起

点終点の接続道の状況等を調査し、必要性を勘

案の上、年次計画により市単独事業で整備して

いるところであります。 

  そのほかの農道につきましては、地元維持管理

組合や米沢平野土地改良区からの依頼を受け敷

砂利用砕石の支給を行っておりますが、舗装化

につきましては、それぞれの管理者の考えで整

備するものと考えておりますので、御理解をお

願いいたします。 

  なお、農道や農業用水路等の長寿命化を図る

「農地・水保全管理支払交付金事業」の向上活

動支援交付金を活用し、地元活動組織が独自に

地区内農道の舗装化を取り組むことも可能とな

っており、実際に取り組んでいる組織も現在あ

るところでございます。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 土屋教育指導部長。 

  〔土屋 宏教育指導部長登壇〕 

○土屋 宏教育指導部長 私からは、発達障がい児

支援についてお答えをいたします。 

  初めに、本市における発達障がい児の現状につ

いてですが、平成24年９月に「通常の学級にお

ける特別な教育的支援を必要とする児童生徒に

ついて」の調査を実施しました。この「特別な

教育的支援を必要とする児童生徒」とは、「学

習面、行動面及び対人関係で著しい困難を示す

児童生徒」を指すものです。また、この調査は

あくまでも学級担任の判断に基づくもので、臨

床心理士等の専門家による判断や医師の診断に

よるものではなく、可能性のある児童生徒を挙

げてもらっております。小学校では317人、市内

全児童数の6.6％、中学校では81人で、市内全生

徒数の3.3％という結果が出ております。 

  また、今月、平成25年２月に、平成24年度ＬＤ、

いわゆる学習障がい、それからＡＤＨＤ、注意

欠陥多動性障がい、高機能自閉症等児童生徒の

実態調査を実施しました。これは医療機関等に

受診・相談をし、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉

症等と判断された児童生徒のみ報告をしてもら

ったものです。その結果、小学校では99人で全

体の2.03％、そのうち通常学級に在籍する児童

が72人、特別支援学級に在籍する児童が27人で

す。中学校では42人で1.67％、そのうち通常学

級に在籍する生徒が30人、特別支援学級に在籍

する生徒が12人となっています。 

  次に、就学前に発達障がい児をどのように発見

しているのかについてお答えをいたします。 
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  就学児については、毎年10月に各小学校で「就

学時健康診断」を実施しています。学校医によ

る内科、眼科、歯科の検診、当該校の教員によ

る知能検査、市内言語通級教室担当者を検査員

として派遣して行う「ことばの検査」などを行

います。 

  これらの検査や当日の行動観察の結果から、

「米沢市障がい児就学指導委員会」の判断が必

要と思われる就学児ついては、学校から教育委

員会に報告をします。その際、学校は保護者と

面談し、教育委員会へ報告することについて承

諾を得ることになっています。次に、教育委員

会の担当者が保護者に連絡し面談をします。担

当者より就学指導に関する手続の流れについて

説明し、承諾を得られれば「米沢市障がい児就

学指導委員会」での判断依頼を受けることにな

ります。その際、医療機関での受診や知能検査

による心理判定の実施等について、保護者に勧

める場合があります。その後、米沢市障がい児

就学指導委員会で就学先について協議し、判断

結果を保護者にお伝えし、就学先を決定してい

ます。 

  このほかに県の事業として実施している「障が

いのある子どもの巡回発達相談事業」、通称

「にこにこ相談」と言っておりますけれども、

米沢では米沢養護学校を会場に年４回実施され

ています。このうち、７月末に開催される２回

目の相談が就学についての相談となっており、

就学に関するお悩みをお持ちの保護者から米沢

市教育委員会に申し込んでいただくことになっ

ていますが、市内の発達障がいの疑いのある就

学児について把握する機会となっています。 

  次に、特別支援教育に必要な情報は、幼稚園、

保育園と学校とどのように共有されているのか

という点についてお答えをいたします。 

  小学校入学の際の情報共有についてですが、本

市には幼小連絡協議会があり、幼稚園・保育園

と小学校の教員が情報交換し、共同で研修を行

っています。小学校入学の際には、配慮が必要

な子供については、入学予定の小学校へ資料を

送付したり、個別に連絡し合ったりするように

しております。また、就学児の「障がい児就学

指導委員会」の資料は入学予定小学校へも送付

し、入学前に保護者と十分相談する時間をとる

ように指導しております。 

  特別支援学級以外の教員にも理解は進んでいる

のかという点でございますが、特別な支援を要

する子供への対応等の研修は、現場での必要感

も高いことから、学校内、学校外でさまざまな

研修が行われております。全ての教員が対象と

なる指定研修として初任者研修と教職５年及び

10年の経験者研修がありますが、その中に、特

別支援教育に関する基礎的な知識・技能の習得、

専門的な知識と技能、実践的指導力の向上を図

ることを目的とした研修が組まれております。 

  各学校においても職員会議等で在籍する児童生

徒の理解を図る時間が設けられており、特別な

支援を必要とする児童生徒についての情報を共

有し、具体的な対応について共通理解を図りな

がら、日々の教育活動を進めております。 

  発達障がいの児童や生徒は通常学級にも多く在

籍しておりますので、全職員の意識を高め、指

導法について共通理解することが大切であると

考えております。 

  発達障がいと診断されていないが、疑わしい児

童生徒はどのくらいいるのか、また、そういっ

た子供たちへの支援についてお答えします。 

  先ほど述べましたとおり、通常学級において特

別な支援を必要とする児童生徒は、今年度、小

学校では317人、市内全児童数の6.6％、中学校

では81人で、市内全生徒数の3.3％という結果が

出ております。 

  通常の学級において特別な支援を必要とする児

童に対する支援として、適応指導補助員及び特

別支援サポーターを配置し、授業におけるＴＴ

指導の補助、個別の指導計画及び指導記録作成
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の支援などを行っております。今年度は７名の

適応指導補助員を市内小学校10校に、７名の特

別支援サポーターを７校に配置しています。 

  担任の負担についてですが、発達障がいを持つ

児童に対しては、個別の学習プリントの準備、

授業中の声がけや個別の指導など、指導者は個

に応じた対応が求められます。そのため、先ほ

ど述べました適応指導補助員や特別支援サポー

ター、または担任外の教員が授業中の担任の補

助を行うなどの体制をとりながら、それぞれの

学校で指導に当たっております。 

  また、そのほかの支援として、通常の学級にお

いて特別な支援を必要とする児童生徒に対する

具体的な支援や支援体制づくりについて指導や

助言を必要とする場合に、学校の要請に応じて

巡回相談員が学校に出向き、教職員に対して指

導・助言を行う「発達障がい児等指導支援事

業」などがあり、各学校に周知、活用を促して

おります。本年度は本事業を活用して研修を行

ったのは小学校６校、中学校３校で、発達障が

いの理解や教職員の指導法の改善に大きな効果

があったと報告を受けております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、６、冬の米沢市に

おける安全・安心の市民生活についてのうち、

（１）今冬の市民生活と（３）家屋や屋敷内除

雪の安全確保についてお答えいたします。 

  今冬は３年続きの大雪となりまして、本市にお

いても雪おろしなどの雪処理にかかわる事故が

残念ながら発生しております。人的被害として、

本日９時の状況ですが、死亡が３件、重傷９件、

軽傷５件の17件であります。建物被害としては、

住家被害として一部損壊が１件、非住家被害と

して一部損壊が１件となっております。 

  今冬の被害につきましては、昨年度と比較した

場合、人的被害件数及び建物被害件数とも約半

分に減少しております。ただ、その一方で死亡

事故が昨年より多く発生しており、３件となっ

ております。死亡事故の内訳については、屋根

などからの転落が２件、除雪機の事故が１件で

あり、いずれも70歳以上の高齢者が犠牲となっ

ております。 

  本市では、雪害防止のため、毎年、広報よねざ

わで注意喚起を行うとともに、市ホームページ

におきまして、命綱での転落防止やはしごをし

っかり固定することなどを初め安全な雪おろし

のポイントなど、雪害防止に関するさまざまな

情報を提供しております。 

  また、県で作成しております「安全な雪下ろし

ガイド」や「雪国の住まいハンドブック」など

各種の冊子やパンフレット類についても、窓口

での配布や各コミュニティセンターで配布する

など、有効に活用しております。 

  今冬は県内での最初の死亡事故が本市で発生し

たことから、翌日には、消防車両による広報活

動に加え、市のホームページに事故防止の呼び

かけを行ったところであります。さらに、各コ

ミュニティセンターで作成配布しているコミセ

ン便りによる住民への注意喚起の広報活動、Ｎ

ＣＶ文字放送による広報活動、コミュニティＦ

Ｍによる広報活動、それからＦＭ山形による広

報活動など、さまざまな周知方法により雪によ

る事故防止のため広報活動を実施したところで

ございます。 

  雪にかかわる作業につきましては、毎年のこと

でありますので、市民の皆さんは除雪作業や雪

おろし作業になれているとどうしても油断しが

ちでございます。今後とも雪による被害を防ぐ

ため、引き続きさまざまな事故防止の注意喚起

活動に取り組んでまいりたいと考えております。 

  なお、今月25日に今冬の雪害に対応するため豪

雪対策本部を設置いたしました。相談窓口等に

つきまして、ホームページに掲載しているとこ

ろでありますが、必要に応じてお問い合わせい
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ただきたいと思っております。 

  私からは以上です。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ありがとうございまし

た。時間の都合上、順不同になりますが、その

ことをお許しいただきたいと思います。 

  まず最初に、除雪排雪についてでございます。

道路除雪についてでございます。 

  このたびの代表質問の聞き取り後に、今週月曜

日、25日でありますが、豪雪対策本部が設置さ

れましたということで、先ほど健康福祉部長か

らは高齢者世帯に対する支援策の拡大というふ

うなことがありましたが、大変いいことだと私

思いました。 

  なお、道路除雪といいますか、市民との協働の

関係の排雪とか何かでのそういった支援策の拡

大策とかはあるかどうか教えていただけますか。 

○佐藤 議長 唐澤建設部長。 

○唐澤一義建設部長 豪雪対策本部を受けまして、

まず、排雪助成制度の支援の拡大を行っており

ます。２回目以降の排雪について、協力会等の

負担経費の２分の１を市で負担するというふう

なことで支援の拡大を行っているところでござ

います。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） 大変いい支援の拡大だ

と思います。いろいろ市民の皆様からお話をお

聞きしましたところ、通常、市民との協働の町

内協力会の排雪の積立金といいますか、御町内

であれば特別会計として積み立てするわけです。

今まで長年であれば、大雪というのは２年くら

いなんですね、統計的に。そうしますと、その

後雪の降らないときが二、三年ありまして、そ

の雪の少ないときに特別会計といいますか、積

立金がたまってまた大雪だとそれを拠出すると

いうことで、このたびは特に３年連続なもので

すから、今冬の初めから特別会計の残額が少な

いと、どうしたらいいかという御相談などもあ

りましたので、ぜひそういったところを拡大し

ていただいてお願いしたいということをさらに

要望したいと思います。 

  最後、要望でございます。本市におきましてロ

ータリー除雪機械の貸与ということで、大型、

中型、小型をしております。基本的には各業者

さんのほうに路線として貸し出しをしているわ

けですけれども、なかなか道路のレベルといい

ますか、第一種路線、第二種路線、第三種路線、

特に第三種路線につきましては、先ほど申しま

したとおり、なかなかどんどん排雪できないで、

町内協力会の決断といいますか、申し込みの予

約ができないでいる御町内もあるようですから、

そういったところには中型といいますか、130馬

力とか80馬力のロータリーで拡幅といいますか、

そういったところも検討していただきたいこと

を要望して、雪の件はその辺にとどめさせてい

ただきます。 

  次なんですが、人のことはとても大切なもので

すから、老人ホームのことについてちょっとお

尋ねします。 

  先ほど、今後の特別養護老人ホームの増床はア

ンケート等によってちょっとございませんとい

うような回答がありましたが、確かに我々元気

であれば、将来どこでどうしてとなれば、当然

ピンピンころりで介護を受けなくてと、ですか

ら自宅でと、家族にみとられてというのが希望

です。ですから、そういったアンケートが高く

なるのは当たり前なんです。ところが、現状を

見ていただきたいと思います。もう十分把握し

ていらっしゃるでしょうけれども、御高齢で元

気で、ところが、何かの拍子で大腿骨の骨折を

してしまったと。それで不幸にして寝たきりに

なったと。たまたまその御家庭が、御老人とい

うか、長年付き添った御家庭であったり、ある

いは夫婦の愛といいますか、そういったところ

で、自宅の介護を長年されて頑張ってきたけれ

ども、たまにですけれども、全国の新聞記事に、
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残念なことに、そういったことで事故といいま

すか、起きるなんてことが出たりするわけです。

ですから、計画にはないというのではなくて、

再度計画の検討などをしていただけないかお聞

きしたいと思います。どうでしょうか。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 まず、高齢者の方でござ

いますけれども、ますますふえていらっしゃい

ます。もちろん御存じのとおり、団塊の世代の

方が間もなくその高齢の域に入られるといった

ところでございまして、その方に対して介護の

ほうをどうしようかとしたときに、このメーン

になるのが、やっぱり先ほど申し上げましたア

ンケートなのかなというふうに私どものほうで

は捉えてございます。施設よりもやはり住みな

れたところでということで、その背景を考えて

みますと、団塊の世代、生き抜かれた方々とい

うのは、やはりそれぞれ自分の夢を持って、そ

れぞれの人生、いろいろなところで活躍された

方だというふうに理解しております。そういっ

た方がそれでは高齢になってどういったところ

を選ばれるのかといったときに、先ほど申し上

げましたようにアンケートのような形になるの

かなと。まず一つは、生活形態からそのような

ことが想定できるということでございます。 

  それとあわせまして、今度は、それではどれく

らいの方々が今議員お述べのような形で特別養

護老人ホームの中に今度入られるような形にな

るかといった場合を考えますと、確かに間もな

く団塊の世代の方が相当数介護を要求されると

いったふうな世代に入られることになるわけな

んですけれども、今度は物理的にそれを全て今

仰せの特別養護老人ホームといった形で介護す

るということ自体、まだ無理なのではないかな

というふうに考えてございます。ですから、２

つのサイドで、まずはその御当人の生き方を尊

重するというふうな部分とあと物理的な面で、

施設そのものでその数を、それこそ団塊の世代

の方が全て入られるような施設を御準備すると

いうこと自体がまだ無理なものですから、今か

ら、先ほど申し上げましたような小規模多機能

型居宅介護といったところの機能を使って、こ

れから高齢になられる方についてのサービスを

展開していかなければならないというふうに考

えております。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） 私、昨年の９月議会で

2025年問題等を述べさせていただきました。今

の回答では、全ての団塊の世代の入所というこ

とをおっしゃっていましたが、そうではないん

です。緊急時の対策とか、言うなれば介護疲れ、

老老介護疲れ、そういったことで長年連れ添っ

た御夫婦間とか、そういった御家族の中で悲し

い事故が起きないようにと、そういったことを

も含めてやっぱりセーフティネット的なところ

というふうに要望したいと思いますので、ぜひ

こういったところを勘案していただきたいとい

うことをお願いします。 

  そこで、次にちょっとお尋ねする件は、オフィ

ス・アルカディアの件なんです。 

  全国に工業団地、数多くございますが、その中

で地域間競争なわけですね。地域間競争。北上、

新潟、いわき、米沢、全国にそういう団地があ

りまして、県内にもありますが、その地域間競

争でいかに、目立つかという言い方あれなんで

すけれども、どこに進出したほうがいいのかと

企業が思ったときに、あそこ米沢がいいなと思

っていただけるようにするためには、やはりサ

イエンスパーク構想の計画といいますか、ばん

と打ち上げて、いらっしゃいと、全面協力しま

すからというふうなとこを思うわけなんです。

そのことについて、ちょっと市長の所見をお聞

きしたいと思います。 

○佐藤 議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 御質問の、目指しているところ、

あるいは山形大学工学部が目指しているところ、
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そして私どもが目指しているところも大体同じ

だと思います。ただ、そこに行き着く手法とし

て、最初にサイエンスパークという構想をアド

バルーンとして上げるかどうかということにな

ってきますが、今の段階では、市当局が山大に

先んじて上げるというようなやり方よりも、山

大と歩調を合わせていくことのほうがよりよい

選択ではないかというふうに思っています。大

学のほうでは内々にそういうような考えはお聞

きしておりますし、また実際にどのようにして

歩を進めているかと言えば、そういう方向で歩

は進めているものの、大学から正式に構想とし

てアドバルーンが上がっていない時点でこちら

から先というのは余り得策ではないような見方

をいたしております。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） なかなかこのものづく

りって難しいところがあります。というのは、

研究されている大学さんのほうの研究内容、知

的財産、知財ですね。知的財産の関係、特許も

含めてやはりブラックボックスの部分をつくっ

ておきませんと、グローバルな世界の中で、近

隣のアジアのところでまねされてというか、い

いとこ取りされまして、下手に逆に特許を出し

てしまうと公開になりますので、それをつかま

えて製品化と。ですから、そのせめぎ合いです

ので、なかなか慎重な中でブラックボックスを

つくって知財の部分も含めながらしなければい

けないと思います。いろいろそこを協調されて

いると。今の工学部長さんもこちらの米沢市の

参与をされて、ですから、そういった人脈とす

ごくいい連携がされていると存じ上げますが、

今後とも支援をしていただければ、産学官の支

援もしていただきたいと。 

  そこで、１つお尋ねしたいんですが、山形県内

の鶴岡市では、慶応大学の先端技術関係で市が

建物をレンタルといいますか、しているわけで

す。本市の場合だと、今年度、24年度ですか、

事業が決まりますと建物を建てる用地を応援す

るということを２つしていますけれども、企業

の場合だと固定資産を持つというのはなかなか

困難な場合です。ですから、レンタルであれば

費用が払えるから、そういう建物がないかとい

う要望もちょっと聞こえますが、その点につい

て状況等を把握されているか教えていただけま

すか。 

○佐藤 議長 小川産業部長。 

○小川正昭産業部長 蓄電デバイス開発研究センタ

ーの件になると思いますが、いわゆるオフィ

ス・アルカディア等にレンタル工場等をつくっ

ている事例は全国にもたくさんございますが、

なかなか苦労していらっしゃるのは、建てるの

はいいんですけれども、維持管理、あるいは企

業が入って企業が撤退した場合のリスクが非常

に問題だというふうなところであります。 

  今回の件につきましては、商工会議所等とも御

相談申し上げて、山大のよりよい選択の中でそ

の状況に合ったような環境整備を図っていきた

いと思っておりますが、現在、難しい問題を抱

えている状況であります。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ぜひ工学部さんから御

要請いただいたときには全面支援で対応してい

ただきたいことを要望します。 

  次に、時間の関係上、要望になりますが、発達

障がいの関係でちょっともう一度訴えさせてい

ただきます。 

  発達障がいとは、外見からではわかりにくいた

め、誤解を受けることが多いと思います。家族

さえ理解することができないということがある

そうです。専門的な知識を持った人のアドバイ

スというものが大事になってくるわけです。し

かし、障がいの相談というのは、なかなか体の

ことですので敷居が高いといいますか、相談に

行きにくいと、そんな感じがします。気軽に相

談に行ける窓口がもっと必要ではないかなと思
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います。その点についてもう一度お聞きします

が、当局のお考えをお聞かせください。 

○佐藤 議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 相談に関しましては、た

だいま議員お述べのとおりでやはり行きにくい

といったところで、私どものほうにも多数そう

いった御意見が寄せられております。ですから

そういった、先ほども市長答弁の中で、組織と

して障がい者支援室、これを社会福祉課の中に

来年度からつくっていくわけなんですけれども、

そういったところも認識しながら、気安くとい

うか、どういう言葉を使っていいかなんですけ

れども、そういうことが遠慮なしに私どものほ

うに相談していただけるような窓口をつくって

いかなければならないなというふうに考えてお

ります。 

  確かに支援室がメーンになるわけなんですけれ

ども、子供さんに関してはこども課もございま

すし、場所は離れますが、すこやかセンターと

いうふうにもなっております。ですから、いず

れにしても、どこに行っても一つのところにつ

ながれるようなそういった体制を私たちのほう

ではつくらなければならないなというふうに考

えております。答弁の中にもありましたように、

保健所でも同じようなことをやっておりますの

で、市内そういったところ、とにかく連携とれ

るような形で御相談をお受けするというふうな

システムをつくっていきたいというふうに思い

ます。 

○佐藤 議長 遠藤正人議員。 

○１１番（遠藤正人議員） ぜひそういう気概のも

と政策を実行していただきたいと思います。こ

の件について、本当に障がいをお持ちのお子様、

御家庭というのは本当にいろいろとありますの

で、丁寧な対応をしていただきたいと。 

  先ごろなんですけれども、私たち自民クラブの

視察で世田谷区の発達障害相談・療育センター

「げんき」というところを見てきました。区内

に５カ所の子育てのステーション、発達障がい

の相談室があります。そこは、世田谷ですから

88万人の人口がおりますので、大きな施設では

ありましたけれども、専門職員を二、三人常駐

して、相談レベルならばすぐにでもできるので

はないかと思いますので、いろいろ全国的に見

ていただいて、要望になりますが、今後とも人

を大切にするまちづくりをしていただきたいと

思います。 

  それで、最後になりますが、都市計画道路につ

いてでございます。これちょっと大きい話にな

りますけれども、平成29年度には東北中央自動

車道がどんとできるわけです。そこで今後どの

ように米沢のまちづくりをしていくかというと

きに、やはり都市計画道路、万成線といいます

か、山大工学部まで通していただいて、ぐるっ

と回って市内に真ん中に来ると、そして真ん中

から外に来るようにするようなまちづくりが大

切ではないかと思うんです。例えば、もし完成

したところをイメージしていただければわかる

んですけれども、高速道路をずっと乗ってきま

して、インターおりて、万成線が開通していれ

ばそのままずっと西のほうに向かって、きょう

のようなお天気であれば左手に吾妻の山を望ん

で、正面に斜平山見て、南部地区といいますか、

大町地内に行きますと老舗の造り酒屋になんか

回って、その後米沢ラーメンを食べて、上杉神

社を回って、市内へと。市内に宿泊だとなれば、

今度は何かお城みたいな立派な黒塀の施設があ

るんじゃないか、ちょっと回ってみようかと。

ちょっと歩けば、今度は地元の新聞社さんでこ

ちらの名誉市民の方の絵を飾っているところが

あるとか、そういったふうに魅力あるまちづく

りを推進すべきかと思います。そういったこと

を訴えさせていただきます。 

  なお、時間の関係でありますが、今後、来週以

降予算委員会がございますので、そこでまた改

めて引き続き細かい点についてお聞きしますの
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で、以上の代表質問はこれで終了させていただ

きます。ありがとうございました。 

○佐藤 議長 以上で自民クラブ代表11番遠藤正

人議員の代表質問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○佐藤 議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 午後 ４時０９分 散  会 
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